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労
働
時
間
の
配
置
に
つ
い
て

岩

田

実

労働時間の配置について

序

　
前
回
ま
で
に
お
い
て
、
使
用
者
は
労
働
者
を
一
日
何
時
間
ま
で
労
働
さ
せ
る
こ

と
が
現
行
法
制
上
可
能
か
と
い
う
点
に
関
し
、
い
わ
ゆ
る
労
働
時
間
の
規
制
に
つ

い
て
、
．
労
務
管
理
の
視
角
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
時
間
外
労
働
に
関
す
る
一
研
究
」
お
よ
び
「
労
働
時
間
の
特
則
に
関
す
る
一
考

（
2
）

察
」
と
題
し
て
、
い
わ
ゆ
る
”
労
働
時
間
の
長
さ
”
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

行
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
労
働
時
間
の
長
さ
に
つ
い
て
の
問
題
で
な
く
、
使
用

者
が
あ
る
労
働
者
を
一
日
八
時
間
ま
で
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
と
い
っ

て
如
何
な
る
時
間
帯
に
で
も
就
労
せ
し
め
う
る
の
か
と
い
う
点
、
た
と
え
ば
、
午

前
八
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
で
な
く
午
後
八
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
（
実
働
八
時

間
、
休
憩
一
時
間
と
し
て
）
に
わ
た
っ
て
で
も
就
労
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
“
労
働
時
間
の
配
置
〃
　
（
換
言
す
れ
ば
深
夜
業
等
）

に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
当
該
労
働
時
間
の
配
置

に
関
す
る
法
的
規
制
の
是
非
の
面
に
つ
い
で
な
く
そ
の
実
体
の
面
を
、
行
政
解
釈

に
も
立
脚
し
な
が
ら
労
務
管
理
の
視
角
か
ら
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
労
働
可
能
年
令
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
労
基
法
五
六
条
一

項
で
「
満
一
五
才
に
満
た
な
い
児
童
は
、
労
働
者
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。
」
と
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
但
し
、
同
条
二
項
で
は
、
例
外
と
し
て
、

特
定
の
事
業
に
お
け
る
職
業
に
限
り
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
満
一
五
オ

に
満
た
な
い
老
の
就
労
も
可
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
　
一
般
生
産
企
業
等
を

対
象
と
す
る
故
、
一
五
才
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
捨
象
す
る
）
、
ま
た
、
労
基
法
六
二
条

一
項
本
文
で
は
、
原
則
と
し
て
「
使
用
者
は
、
満
一
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女

子
を
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

と
規
定
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
労
働
者
と
労
働
時
間
の
配
置
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
者

を
、
年
少
労
働
者
（
満
一
五
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
老
）
と
成
年
労
働
者
（
満
一
八

才
以
上
の
者
）
と
に
分
け
、
更
に
後
者
に
つ
い
て
は
女
子
成
年
労
働
者
と
男
子
成

年
労
働
者
と
に
分
け
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
し
か
し
、
男
子
成
年
労
働
老

に
つ
い
て
は
、
深
夜
業
等
の
就
労
禁
止
時
間
帯
に
つ
い
て
は
何
等
の
規
制
も
存
し
て
い
な
い

か
ら
、
本
稿
で
は
当
該
男
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
捨
象
す
る
）
。
そ
し
て
ま
た
、
当

該
就
労
禁
止
時
間
帯
に
関
し
て
は
、
労
基
法
六
二
条
二
項
で
「
・
…
：
前
項
の
時
刻

を
h
地
域
又
は
期
間
を
限
っ
て
、
午
後
一
一
時
及
び
午
前
六
時
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
」
、
同
条
三
項
で
は
「
交
替
制
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、

：
…
．
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
労
働
さ
せ
、
…
…
午
前
五
時
三
〇
分
か
ら
労
働
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
等
と
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
に
は
一
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な
る
場
合
が
存
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
　
圃
「
就
労
禁
止
時
間
帯
」
と
し
て
、
就

労
を
規
制
さ
れ
て
い
る
時
間
帯
に
つ
い
て
考
察
し
、
次
に
、
二
「
年
少
労
働
者
の

場
合
」
、
三
「
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
」
と
し
て
、
上
記
各
労
働
者
を
就
労
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
時
間
帯
な
ら
び
に
当
該
時
間
帯
で
あ
っ
て
も
当
該
各
労
働
者
に

つ
き
就
労
可
能
な
場
合
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
な
い
、
そ
し
て
、
四
「
労
働
時
間

の
配
置
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
と
し
て
、
そ
の
適
否
な
い
し
は
廃
止
等
に
つ
い
て
の

考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
1
）
　
大
阪
府
立
大
学
紀
要
（
第
二
四
巻
）
七
七
～
九
四
頁
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
2
）
　
大
阪
府
立
大
学
紀
要
（
第
二
五
巻
）
三
五
～
五
〇
頁
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
如
何
な
る
時
間
帯
に
如
何
な
る
種
類
の
労
働
者
を
就
労
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の

か
と
い
う
場
合
の
”
如
何
な
る
時
間
帯
”
い
わ
ゆ
る
就
労
禁
止
時
間
帯
に
つ
い
て

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
な
う
。

　
ま
ず
、
恒
藤
武
二
著
『
労
働
基
準
法
』
、
峯
村
光
郎
著
『
増
訂
労
働
法
講
義
』
お

よ
び
吾
妻
光
俊
著
『
新
版
労
働
基
準
法
』
で
は
、
「
女
子
お
よ
び
年
少
者
を
『
午

後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
』
使
用
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
…
…
ま

た
、
こ
の
時
刻
間
の
就
業
は
い
か
に
短
く
て
も
、
女
子
・
年
少
者
に
関
す
る
限
り

許
さ
れ
な
い
。
…
：
・
深
夜
業
は
、
か
く
て
、
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の

間
に
お
け
る
労
働
を
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
…
…
午
後
一
一
時
か
ら
午
時
六
時
ま

で
の
労
働
が
深
夜
業
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
…
…
『
交
替
制
に
よ
っ
て
労
働
さ

せ
る
事
業
』
の
場
合
に
は
、
…
…
行
政
官
庁
の
許
可
を
条
件
と
し
て
、
深
夜
開
始

の
時
刻
一
〇
時
を
こ
え
て
三
〇
分
間
労
働
さ
せ
、
ま
た
、
…
…
終
了
時
刻
六
時
の

三
〇
分
前
か
ら
作
業
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に

は
、
深
夜
の
時
刻
そ
の
も
の
憐
）
（
本
奎
項
に
対
す
る
二
項
の
場
A
・
の
・
う
に
）
変
更

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
」
と
の
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
恒
藤
武
二
氏
は
「
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の

場
合
に
つ
い
て
は
、
年
少
者
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
る
が
、
女
子
成
年
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
つ
い
て
は
明
文
を
も
っ
て
触
れ
て
い
な
い
。
」
の
で
あ
る
が
、
就
労
禁
止
時
間

帯
と
し
て
の
観
点
か
ら
は
当
該
場
合
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
う

る
の
で
、
こ
の
説
に
属
す
る
も
の
と
し
た
。
ま
た
、
峯
村
光
郎
氏
は
「
午
後
一
一

時
か
ら
午
前
六
前
ま
で
の
点
に
つ
い
て
は
明
文
を
も
っ
て
触
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
午
前
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

時
三
〇
分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
」
と
の
旨
を
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
午
前
五
時
三
〇
分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

触
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
当
該
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で

の
点
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
う
る
の
で
、
こ
の
説
に
属
す
る

も
の
と
し
た
。
従
っ
て
、
上
述
の
王
氏
の
当
該
説
述
に
つ
い
て
は
差
違
は
存
す
る

も
同
旨
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

こ
の
よ
う
に
、
恒
藤
武
二
、
峯
村
光
郎
お
よ
び
吾
妻
光
俊
の
各
氏
の
説
述
に
は
差

違
は
存
す
る
も
、
要
す
る
に
、
就
労
禁
止
時
間
帯
と
し
て
は
、
①
「
午
後
一
〇
時

か
ら
午
前
五
時
ま
で
」
、
②
「
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
」
、
③
「
午
後
一

〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前
五
時
ま
で
」
お
よ
び
④
「
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
五
時
三

〇
分
ま
で
」
の
四
つ
の
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
吾
妻
光
俊
氏
は
、
②

は
①
の
深
夜
の
時
間
帯
の
変
更
で
あ
る
が
、
③
お
よ
び
④
は
深
夜
の
時
間
帯
の
変

更
で
は
な
い
と
し
て
い
る
も
、
他
の
二
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な

い
。

　
次
に
、
田
川
義
雄
著
『
労
働
基
準
法
の
実
務
知
識
』
で
は
、
「
『
午
後
一
〇
時
か

ら
午
前
五
時
ま
で
』
、
『
午
後
一
一
時
半
ら
午
前
六
時
ま
で
』
、
『
午
後
八
時
か
ら
午

前
五
時
ま
で
』
お
よ
び
『
午
後
九
時
か
ら
午
前
⊥
一
時
ま
で
』
q
．
の
四
つ
の
場
合
が
「

あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
二
者
に
つ
い
て
は
一
五
才
未
満
の
児
童
に
つ
い

て
で
あ
り
、
序
で
触
れ
た
ご
と
く
本
稿
で
は
労
働
可
能
最
低
年
令
（
原
則
と
し
て
）

満
一
五
才
以
上
の
者
を
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
就
労
禁

一14一
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労働時間の配置について

止
時
間
帯
と
し
て
は
、
前
二
者
の
場
合
が
み
る
と
し
て
い
る
も
の
と
い
い
う
る
。

従
っ
て
、
前
述
の
三
下
が
触
れ
て
い
る
午
後
一
〇
時
か
ら
就
労
禁
止
の
場
合
で
も

交
替
制
の
場
合
で
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
る
と
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
労
働

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
午
前
六
時
ま
で
就
労
禁
止
の
場
合
で
も
交
替
制
の
場
合
で

行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
る
と
午
前
五
時
三
〇
分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
の
あ
る
点
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
、
就
労
禁
止
時

間
帯
と
し
て
は
、
①
「
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
置
で
」
お
よ
び
②
「
午
後
一

一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
」
の
二
つ
が
あ
る
と
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。

　
そ
し
て
、
渋
谷
直
蔵
著
『
労
働
基
準
法
の
詳
解
』
、
慶
谷
淑
夫
著
『
労
働
基
準

法
概
論
』
お
よ
び
青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編
『
労
働
基
準
法
講
義
』
に
お
け
る
宮

崎
鎮
雄
氏
は
、
「
現
行
の
深
夜
業
禁
止
の
原
則
は
、
満
一
八
才
未
満
の
者
ま
た
は

女
子
が
、
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
現
実
に
労
働
す
る
こ
と
を
禁

止
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
労
基
法
六
二
条
一
項
）
。
…
…
労
働
大
臣
は
必
要
で
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
、
地
域
ま
た
は
期
限
を
限
っ
て
深
夜
の
時
間
を
午
後
一
一
時
か
ら
午
前

六
時
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
労
基
法
六
二
条
二
項
）
。
交
替
制
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る
事

業
で
は
、
深
夜
時
間
が
午
前
一
〇
時
か
ら
午
後
五
時
の
場
合
は
、
午
後
一
〇
時
三

〇
分
ま
で
、
深
夜
時
間
が
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
場
合
は
、
午
前
五

時
三
〇
分
か
ら
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
満
一
二
才
以
上
一
五
才
未
満
の
児
童

に
つ
い
て
は
、
深
夜
の
時
間
を
午
後
八
時
か
ら
午
前
五
時
（
ま
た
は
午
後
九
時
か
ら

午
前
六
時
）
と
し
て
・
そ
の
時
間
の
黎
馬
爪
止
し
て
い
る
（
蒸
言
置
．
と
の
旨

を
述
べ
て
い
る
Q
し
か
し
な
が
ら
、
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る

三
〇
分
の
例
外
の
点
に
つ
い
て
、
慶
谷
淑
夫
氏
お
よ
び
宮
崎
鎮
雄
氏
は
、
前
述
の

吾
妻
・
恒
藤
の
両
氏
の
場
合
同
様
、
「
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
労
働
さ
せ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
が
で
き
る
。
午
前
五
時
三
〇
分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う

ご
と
く
二
つ
に
分
け
て
説
述
し
て
い
る
も
、
渋
谷
直
蔵
氏
は
、
一
括
し
て
「
交
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
…
…
が
挙
げ
ら
れ
る
。
」

と
い
う
ご
と
く
簡
単
に
し
か
説
述
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
渋
谷
直
蔵
・
慶
谷
淑
夫
お
よ
び
宮
崎
鎮
雄
の
各
氏
に
よ
る
と
、
そ

の
説
述
に
差
違
は
存
す
る
も
、
就
労
禁
止
時
間
帯
と
し
て
は
、
①
「
午
後
一
〇
時

か
ら
午
前
五
時
ま
で
」
、
②
「
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
」
、
③
「
午
後
一

〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前
五
時
ま
で
」
、
④
「
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
五
時
三
〇
分

ま
で
」
、
⑤
「
午
後
八
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
」
お
よ
び
⑥
「
午
後
九
時
か
ら
午

前
六
時
ま
で
」
の
六
つ
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
⑤
お
よ
び
⑥
の
場
合

は
、
一
五
才
未
満
の
児
童
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
既
に
触
れ
た
ご

と
く
満
一
五
才
以
上
の
者
を
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当

該
⑤
お
よ
び
⑥
を
当
該
対
象
か
ら
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
就
労
禁

止
時
間
帯
と
し
て
は
、
前
述
の
①
な
い
し
④
の
四
つ
が
あ
る
と
し
て
い
る
も
の
と

解
し
う
る
。
な
お
、
渋
谷
直
蔵
・
宮
崎
鎮
雄
の
両
氏
は
、
前
述
の
恒
藤
武
二
氏
の

場
合
と
同
様
で
、
前
述
の
吾
妻
光
俊
氏
の
よ
う
に
、
③
お
よ
び
④
が
深
夜
の
時
間

変
更
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
点
に
関
し
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
林
珀
広
編
『
労
働
法
講
義
』
に
お
い
て
石
松
亮
二
氏
は
、
「
深
夜
業
が

禁
止
さ
れ
る
時
間
は
、
原
則
と
し
て
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ

る
。
た
だ
し
、
時
間
と
人
の
藷
に
つ
い
て
四
つ
の
例
外
が
あ
毬
」
と
簡
単
に

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
四
つ
の
例
外
と
は
何
を
指
す
の
か
に
つ
き

明
示
し
て
い
な
い
。
例
外
と
し
て
考
察
し
う
る
の
は
、
時
間
の
観
点
か
ら
は
①

「
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
」
、
②
「
午
後
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前
五

時
ま
で
」
、
③
「
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
五
時
三
〇
分
ま
で
」
の
三
つ
を
推
定
し

う
る
。
そ
し
て
、
一
五
才
未
満
の
児
童
に
ま
で
拡
げ
る
と
④
「
午
後
八
時
か
ら
午

前
五
時
ま
で
」
、
⑤
「
午
後
九
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
」
の
二
つ
の
場
合
を
も
推

定
し
う
る
。
従
っ
て
、
時
間
の
観
点
か
ら
す
る
例
外
と
し
て
は
、
三
つ
あ
る
い
は

五
つ
の
場
合
し
か
考
察
し
得
な
い
。
四
つ
の
例
外
と
は
何
を
指
す
の
か
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
、
　
こ
こ
に
掲
げ
た
②
お
よ
び
③
を
一
括
し
て
、
「
交
替
制
の
場
合
の

行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
推
定
は
な
し

う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
こ
れ
は
、
前
述
の
渋
谷
直
蔵
・
慶
谷
淑
夫
お
よ
び
宮
崎

鎮
雄
の
各
氏
の
説
述
と
同
旨
と
い
い
う
る
。

　
右
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
就
労
禁
止
時
間
帯
に
つ
い
て
は
、
「
『
午
後
一

〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
』
、
『
午
後
＝
時
か
ち
午
前
六
時
ま
で
』
、
『
午
後
一
〇

時
三
〇
分
か
ら
午
前
五
時
ま
で
』
お
よ
び
『
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
五
時
三
回
分

ま
で
』
」
の
四
つ
を
あ
げ
て
い
る
説
と
、
「
『
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
』
、

『
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
』
、
『
午
後
八
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
』
お
よ

び
『
午
後
九
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
』
」
の
四
つ
を
あ
げ
て
い
る
説
と
、
「
『
午
後

一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
』
、
『
午
後
＝
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
』
、
『
午
後
一

〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前
五
時
ま
で
』
、
『
午
後
＝
時
か
ら
午
前
五
時
三
〇
分
ま

で
』
、
『
午
後
八
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
』
お
よ
び
『
午
後
九
時
か
ら
午
前
六
時
ま

で
』
」
の
六
つ
を
あ
げ
て
い
る
説
、
お
よ
び
「
『
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま

で
』
が
原
則
で
、
例
外
と
し
て
四
つ
の
場
合
が
あ
る
」
と
し
か
簡
単
に
触
れ
て
い

な
い
説
等
々
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
既
に
触
れ
た
ご
と
く
、
本
稿
で
は
満
一
五
才
以
上
の
者
を
そ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
一
五
才
未
満
の
者
に
つ
い
て
も
特
定

の
業
務
等
に
限
っ
て
の
み
就
労
が
可
で
あ
る
も
、
そ
れ
は
例
外
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、

か
つ
本
稿
で
は
一
般
生
産
企
業
等
を
対
象
と
す
る
も
の
故
、
一
五
才
未
満
の
者
に
つ
い
て
は

捨
象
す
る
）
、
就
労
禁
止
時
間
帯
と
し
て
は
、
畢
党
、
①
「
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前

五
時
ま
で
」
、
②
「
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
」
、
③
「
午
後
一
〇
時
三
〇

分
か
ら
午
前
五
時
ま
で
」
お
よ
び
④
「
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
五
時
三
〇
分
ま
で
」

の
四
つ
の
場
合
が
あ
る
と
い
う
る
。

　
な
お
、
以
下
に
お
い
て
は
、
就
労
禁
止
時
間
帯
と
深
夜
の
時
間
（
深
夜
業
）
と

の
関
係
の
観
点
か
ら
、
前
述
の
各
場
合
に
つ
き
考
察
を
加
え
る
。

　
①
　
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で

　
就
労
禁
止
時
間
帯
と
い
う
場
合
、
原
則
と
し
て
は
、
当
該
時
間
帯
を
指
す
も
の

で
あ
る
（
労
基
法
六
二
条
一
項
）
。
当
該
時
間
帯
は
、
一
般
に
深
夜
業
と
呼
称
さ
れ
て
お
り
、
当

該
時
間
帯
に
お
け
る
就
労
に
対
し
て
は
、
労
基
法
三
七
条
所
定
の
二
割
五
分
以
上

の
割
増
し
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

　
②
　
午
後
＝
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で

　
就
労
禁
止
時
間
帯
は
、
原
則
と
し
て
前
述
の
①
の
「
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五

時
ま
で
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
労
働
に
関
す
る
主
務
大
臣
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
時
刻
を
（
地
域
ま
た
は
期
間
を
決
め
て
）
午
後
一
一
時
か

ら
午
前
六
時
ま
で
と
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（
労
基
法
六
二
条
二
項
）
。
こ
れ
は
、

「
北
海
道
・
東
北
等
の
冬
期
に
お
い
て
早
期
の
操
業
が
困
難
な
こ
と
を
考
慮
し
た
も

　
　
　
（
9
）

の
で
あ
る
。
」
こ
と
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
就
労
禁
止
時
間
帯
は
、

深
夜
業
で
あ
り
、
前
述
の
①
の
深
夜
業
の
変
更
（
深
夜
の
時
間
帯
の
変
史
）
に
当
た

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
ま
で
、
未
だ
こ
の
変
更
が
行
な
わ
れ
こ
と
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
就
労
禁
止
時
間
帯
と
し
て
は
、
当
該
就
労
禁
止
時

間
帯
は
理
論
的
（
法
制
上
）
に
は
存
す
る
も
実
際
上
は
存
し
て
い
な
い
。

　
③
　
午
後
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前
五
時
ま
で

　
こ
れ
は
、
前
述
の
①
の
就
労
禁
止
時
間
帯
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
交
替
制
に
よ

っ
て
労
働
さ
せ
る
事
業
に
お
い
て
は
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

年
少
者
・
女
子
成
年
労
働
者
を
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
所
定
し
て
い
る
場
合
の
そ
れ
を
指
す
（
労
基
法
六
二
条
三
項
参
照
）
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
の

就
労
禁
止
時
間
帯
は
、
当
該
午
後
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前
五
時
ま
で
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
、
「
問
　
法
第
六
二
条
第
三
項
の
交
替
制
労
働
に
よ
り
女
子
の
三
回
分

の
深
夜
業
は
当
然
深
夜
業
割
増
を
要
す
る
と
解
す
る
が
如
何
。
答
　
見
解
の
と
お

（
1
0
）

り
。
」
（
昭
二
一
二
．
二
．
二
〇
基
発
二
九
七
号
）
と
の
行
政
解
釈
が
存
し
て
い
る
の
で
、

当
該
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
は
、
深
夜
業
で

は
な
い
（
前
述
の
②
の
①
に
対
す
る
ご
と
き
深
夜
の
時
刻
の
変
更
で
は
な
い
）
。
深
夜
業

と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
で
あ
り
、
当
該
場
合

に
限
っ
て
の
み
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
労
働
者
を
午
後

一16一



労働時間の配置について

一
〇
時
三
〇
分
ま
で
就
労
さ
せ
る
こ
と
が
可
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
午
後
一
〇
時
か
ら
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
の
就
労
に

対
し
て
は
、
割
増
し
賃
金
の
支
給
を
要
す
る
次
第
で
あ
・
る
。

深
夜
業
（
深
夜
の
時
刻
）
と
は
、
前
述
の
①
お
よ
び
②
の
場
合
を
指
す
の
で
あ
り
、

就
労
禁
止
時
間
帯
と
は
そ
の
範
疇
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
点
に
留
意
さ
れ
た
い

（
②
の
場
合
で
あ
る
と
午
後
一
一
時
ま
で
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
も
午
後
一
〇
時
を
こ

え
る
一
時
間
に
つ
い
て
は
割
増
し
を
要
し
な
い
。
し
か
し
、
当
該
③
の
場
合
で
あ
る
と
午
後

一
〇
時
三
〇
分
ま
で
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
午
後
一
〇
時
を
こ
え
る
三
〇
分
に
つ
い

て
は
割
増
し
を
要
す
る
）
。

　
④
　
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
五
時
三
〇
分
ま
で

　
こ
れ
は
、
前
述
の
②
の
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
二
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
）
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、
交
替
制
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る
事
業
に
お
い
て
は
行
政
官
庁

の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
年
少
者
・
女
子
成
年
労
働
者
を
午
前
五
時
三
〇

分
か
ら
就
労
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
所
定
し
て
い
る
場
合
の
そ
れ
を
指
す
（
蘭
謹

工
験
）
。
従
っ
て
、
就
労
禁
止
時
間
帯
と
し
て
は
、
当
該
午
後
一
一
分
越
ら
午
前
五

時
三
〇
分
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
前
述
の
③
で
述
べ
た
行
政
解
釈
（
昭
二
一
二
．
二
．
二
〇
基
発
二
九
七
号
）

の
示
す
と
お
り
、
当
該
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
五
時
三
〇
分
ま
で
）

は
、
深
夜
業
で
は
な
い
（
前
述
の
②
の
①
に
対
す
る
ご
と
き
深
夜
の
時
刻
の
変
更
で
は

な
い
）
。
こ
の
場
合
は
、
深
夜
業
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
午
後
一
一
時
か
ら
午

前
六
時
ま
で
で
あ
り
、
当
該
場
合
に
限
っ
て
所
定
の
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て

当
該
労
働
者
を
午
前
五
時
三
〇
分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
午
前
五
時
三
〇
分
か
ら
午
前
六
時
ま

で
の
就
労
に
対
し
て
は
、
割
増
し
賃
金
の
支
給
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
前
述
の
③
に
お
い
て
も
触
れ
た
ご
と
く
、
深
夜
業
（
深
夜
の
時
刻
）
と
就
労

禁
止
時
間
帯
と
は
そ
の
範
疇
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
留
意
さ
れ
た

い
。

な
お
、
前
述
の
②
の
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
二
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
）
の

と
こ
ろ
で
触
れ
た
ご
と
く
、
当
該
②
の
場
合
は
、
理
論
上
は
存
在
し
て
い
て
も
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

実
に
は
未
だ
そ
の
存
在
を
み
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
該
④
の
就
労

禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
一
時
か
ら
午
前
五
時
三
回
分
ま
で
）
は
当
該
②
に
伴
な
う
も
の

で
あ
る
か
ら
、
当
該
④
の
就
労
禁
止
時
間
帯
も
当
該
②
の
場
合
同
様
、
理
論
的

（
法
制
上
）
に
は
存
在
し
て
い
て
も
現
実
に
は
未
だ
そ
の
存
在
を
み
な
い
も
の
で

あ
る
と
い
い
う
る
。

　
畢
寛
、
現
実
に
は
、
未
だ
労
基
法
六
二
条
二
項
の
適
用
を
み
て
い
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
就
労
禁
止
時
間
帯
と
し
て
は
、
前
述
の
①
お
よ
び
③
の
場
合
が
存
在
し

て
い
る
と
い
い
う
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
②
お
よ
び
④
は
、
法
の
規
定
上
（
理
論

上
）
存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い
い
え
よ
う
。

　
　
（
1
）
　
吾
妻
光
俊
著
「
新
版
労
働
基
準
法
」
三
三
九
・
三
四
一
頁
。
恒
藤
武
二
著
「
労

　
　
　
　
働
基
準
法
」
一
九
三
・
二
〇
六
頁
同
旨
。
峯
村
光
郎
著
「
増
訂
労
働
法
講
義
」

　
　
　
　
三
二
三
頁
同
旨
Q

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

恒
藤
武
二
著
「
前
掲
書
」
一
九
三
・
二
〇
六
頁
参
照
。

峯
村
光
郎
著
「
前
掲
書
」
三
二
三
頁
参
照
。

田
川
義
雄
著
「
労
働
基
準
法
の
実
務
知
識
」
　
一
四
四
・
一
四
五
頁
参
照
。

青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編
「
労
働
基
準
法
講
義
」
二
四
〇
～
二
四
二
頁
。
渋
谷

直
蔵
著
「
労
働
基
準
法
の
詳
解
」
三
〇
六
頁
同
旨
。
慶
谷
淑
夫
著
「
労
働
基
準

法
概
論
」
二
二
八
・
二
二
九
頁
同
旨
。

青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編
「
前
掲
書
」
二
四
一
・
二
四
二
頁
。
慶
谷
淑
夫
著

「
前
掲
書
」
二
二
九
頁
参
照
。

渋
谷
直
蔵
著
「
前
掲
書
」
三
〇
六
頁
参
照
。

林
迫
外
編
「
労
働
法
講
議
」
二
四
二
頁
。

慶
谷
淑
夫
著
「
前
掲
書
」
二
二
九
頁
。
他
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
新
労
働
関
係
法
令
集
ω
」
二
六
二
頁
中
欄
。

労
働
省
労
働
基
準
局
編
集
「
労
働
基
準
法
解
釈
例
規
（
上
）
」
五
六
九
頁
。

田
川
義
雄
著
「
前
掲
書
」
一
四
四
・
一
四
五
頁
。
渋
谷
直
蔵
著
「
前
掲
書
」
三

〇
六
頁
、
吾
妻
光
俊
著
「
前
掲
書
」
三
四
一
頁
他
参
照
。
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二

　
使
用
者
は
、
年
少
労
働
者
（
満
一
五
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
者
を
い
う
）
を
原
則

と
し
て
深
夜
業
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
定
の
場
合
に

は
例
外
と
し
て
深
夜
に
就
労
さ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
如
何

な
る
と
き
に
年
少
労
働
者
を
深
夜
に
就
労
さ
せ
て
も
そ
れ
が
法
に
抵
触
し
な
い
の

か
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
年
少
労
働
者
と
い
え
ど
も
深
夜
業
の
許
さ
れ
て
い
る

場
合
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

　
ま
ず
、
」
松
岡
三
郎
著
『
普
及
版
労
働
基
準
法
』
、
青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編
『
労

働
基
準
法
講
義
』
に
お
け
る
宮
崎
鎮
雄
氏
お
よ
び
慶
谷
淑
夫
著
『
労
働
基
準
法
概

論
』
で
は
、
「
⑯
に
掲
げ
る
者
お
よ
び
㈲
の
場
合
と
0
9
の
事
業
に
従
事
す
る
：
…
」

年
少
者
に
は
、
深
夜
業
を
許
さ
れ
る
。
…
…
ω
『
交
替
制
』
に
よ
っ
て
使
用
す
る

満
一
六
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
男
子
（
六
二
条
↓
項
但
書
）
。
㈲
三
三
条
一
項
に
よ
っ
て
（
『
災

害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
』
あ
る
場
合
）
労
働
時
間
を
延
長
し
若
し
く

は
休
日
に
労
働
さ
せ
る
場
合
（
六
二
条
四
項
）
。
た
だ
し
、
三
三
条
三
項
に
よ
り
、
官
公
署
で

公
務
の
必
要
か
ら
時
間
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
…
…
年
少
者
を
深
夜
業
に
従
事

さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
の
次
の
事
業
に
従
事
す
る
…
…
年
少
者
（
六
二
条
四
項
）
。

④
八
条
六
号
の
事
業
．
（
農
林
業
）
、
⑮
八
条
七
号
の
事
業
（
水
産
業
）
・
◎
八
条
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号
の
事
業
（
保
健
衛
生
事
業
）
、
…
…
◎
電
話
の
事
業
…
…
し
で
あ
る
と
の
旨
を
述

べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
松
岡
三
郎
・
宮
崎
鎮
雄
お
よ
び
慶
谷
淑
夫
の
各
氏
は
、
年
少
労

働
者
に
は
原
則
と
し
て
深
夜
の
就
労
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
例
外
と

し
て
は
そ
の
説
述
に
差
違
は
存
す
る
も
次
の
①
～
⑥
の
場
合
に
は
深
夜
の
就
労
が

許
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
非
常
災
害
の
場
合
（
労
基
法
三
三
条
㎜
項
）
。
た

だ
し
、
公
務
に
よ
る
場
合
は
別
。
②
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上

満
層
一
八
才
未
満
の
男
子
の
場
合
（
箋
骸
齢
）
。
③
農
林
の
事
業
（
鱗
欺
）
に
従
事
す

る
年
少
労
働
者
の
場
合
（
同
法
六
二
条
四
項
）
。
④
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
（
鯛
雛
馴
）
に

従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
（
同
法
六
二
条
四
項
）
。
⑤
保
健
衛
生
の
事
業
（
洞
訟
瓢
験
）
に
従
事

す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
（
同
法
六
二
条
四
項
）
。
お
よ
び
、
⑥
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
年

少
労
働
者
の
場
合
（
同
法
六
二
条
四
項
）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
次
に
、
吾
妻
光
俊
著
『
新
版
労
働
基
準
法
』
、
峯
村
光
郎
著
『
増
訂
労
働
法
講

義
』
、
渋
谷
直
蔵
著
『
労
働
基
準
法
の
詳
解
』
、
恒
藤
武
二
著
『
労
働
基
準
法
』
お
、

よ
び
西
村
信
夫
代
表
著
『
労
働
基
準
法
論
』
に
お
け
る
窪
田
隼
人
氏
は
、
「
事
業
の

性
質
、
公
衆
の
利
便
、
更
に
は
疲
労
の
恢
復
等
種
々
の
考
慮
の
も
と
に
、
い
く
つ

か
の
例
外
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
・
交
替
制
労
働
の
場
合
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
交
替
制
で
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上
の
男
子
に
つ
い
て
は
深
夜
業
の
禁
止

が
解
か
れ
（
六
二
条
一
項
但
書
）
、
　
ま
た
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
れ
ば
…
…
年
少
者
に
三

〇
分
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
（
六
二
条
三
　
項
）
。
…
…
な
お
、
六
二
条
三
項
の
場
合
は
、
六

二
条
二
項
と
異
な
り
、
深
夜
業
時
刻
の
例
外
で
な
く
、
深
夜
業
禁
止
の
解
除
で
あ

る
か
ら
、
当
然
に
割
増
し
賃
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
三
七
条
）
。
例
外
の
第
二
は
、

『
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
』
に
よ
っ
て
臨
時
に
必
要
の
あ
る

場
合
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
深
夜
業
禁
止
の
制
限
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
（
鉱
陀

項
）
。
第
三
に
、
…
…
農
林
水
産
業
、
保
健
衛
生
事
業
、
…
…
電
話
の
事
業
…
…
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
事
す
る
場
合
で
あ
る
。
」
と
の
旨
を
述
べ
て
い
る
Q

こ
の
よ
う
に
、
吾
妻
光
俊
・
峯
村
光
郎
・
渋
谷
直
蔵
・
恒
藤
武
二
お
よ
び
窪
田

隼
人
の
各
氏
は
、
年
少
労
働
者
に
は
原
則
と
し
て
深
夜
の
就
労
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
が
、
し
か
し
、
例
外
と
し
て
は
そ
の
説
述
に
差
違
は
存
す
る
も
次
の
①
～
⑦
の

場
合
に
は
年
少
労
働
者
に
も
深
夜
の
就
労
が
許
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

①
非
常
災
害
の
場
合
（
労
基
法
三
三
条
一
項
山
ハ
一
一
条
四
項
参
照
）
。
た
だ
し
、
公
務
に
よ
る
場
合
は
別
。
②
交

替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
男
子
の
場
合
（
鯛
訟
六
兜

鰭
）
。
③
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の
場
合
（
燗
訟

麟
三
）
、
④
農
林
の
事
業
（
同
法
八
条
六
号
）
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
（
銅
嵯
ハ
兜
）
。
⑤
畜

産
．
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
（
同
法
八
条
七
号
）
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
（
姻
嵯
ハ
兜
）
。

⑥
保
健
衛
生
の
事
業
（
同
法
八
条
一
三
号
）
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
（
鯛
鹸
ハ
兜
）
。
お
よ
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労働時間の配置について

び
、
⑦
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
（
同
法
六
二
条
四
項
）
。
　
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

前
述
の
松
岡
三
郎
・
宮
崎
鎮
雄
お
よ
び
慶
谷
淑
夫
の
各
氏
の
場
合
は
、
当
該
③
の

場
合
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
峯
村
光
郎
・
恒
藤
武
二
編
『
労
働
法
講
義
』
に
お
け
る
佐
々
木
允
臣

氏
は
、
「
使
用
者
は
、
満
一
八
才
に
満
た
な
い
者
を
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時

ま
で
の
間
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
（
労
基
法
六
二
条
一
項
）
。
し
か
し
、
交
替
制
に
よ
っ
て
使

用
さ
れ
る
満
一
六
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
男
子
に
つ
い
て
は
、
深
夜
業
禁
止
の

原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
（
労
基
法
六
二
条
一
項
但
書
）
。
な
お
、
深
夜
業
禁
止
の
例
外
は
、
右
の
ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
六
二
条
三
項
・
四
項
に
も
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の

よ
う
に
、
年
少
労
働
者
に
は
原
則
と
し
て
深
夜
の
就
労
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、

例
外
と
し
て
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
し
て
い
る
も
、
当
該
例
外
の
場
合
に
つ
い

て
は
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
男
子
の
場
合

を
除
い
て
は
具
体
的
に
明
示
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
佐
々
木
群
臣
氏
の
場

合
に
は
、
既
に
触
れ
た
各
氏
の
よ
う
に
「
非
常
災
害
の
場
合
」
に
つ
い
て
は
触
れ

て
い
な
い
。

　
ま
た
、
　
田
川
義
雄
著
『
労
働
基
準
法
の
実
務
知
識
』
で
は
、
「
労
働
基
準
法
は
、

…
…
原
則
と
し
て
年
少
者
…
…
を
深
夜
に
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
が
、

事
業
・
業
務
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
…
…
例
外
的

に
深
夜
業
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
①
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以

上
の
男
子
の
と
き
（
第
⊥
ハ
ニ
条
第
一
項
但
し
書
き
）
。
②
交
替
制
を
と
っ
て
い
る
事
業
所
で
労
働
基
準

監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
た
と
き
、
…
…
た
だ
し
こ
の
場
合
は
午
後
一
〇
時
三
〇

分
ま
で
の
三
〇
深
間
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
第
六
二
条
第
三
項
）
。
③
第
三
三

条
の
災
害
等
の
場
合
に
お
け
る
労
働
時
間
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
労
働
・
休
日
労

働
を
さ
せ
る
と
き
（
第
六
二
条
第
四
項
）
。
以
上
は
事
業
の
種
類
を
問
わ
ず
…
…
適
用
さ
れ
ま

す
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
事
業
ま
た
は
業
務
に
限
っ
て
例
外
的
に

年
少
者
…
…
の
深
夜
業
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
①
農
林
業
（
第
八
条
第
六
号
の
事
業
）
。
②
水
産
・

畜
産
業
（
第
八
条
第
七
号
の
事
業
）
。
③
保
健
衛
生
の
事
業
（
食
牛
吸
鶉
知
）
。
④
旅
館
・
飲
食
店
・
娯
楽

の
事
業
（
第
八
条
第
一
四
号
の
事
業
）
、
…
…
た
だ
し
こ
の
場
合
は
、
…
…
一
八
才
未
満
の
年
少
者
に

は
深
夜
業
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
⑤
電
話
の
事
業
。
⑥
航
空
機
に
乗
り
組
む
ス
チ

ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
。
⑦
女
子
を
収
容
す
る
寄
宿
舎
の
管
理
人
の
業
務
。
⑧
映
画

の
製
作
の
事
業
に
お
け
る
演
技
者
、
ス
ク
リ
プ
タ
ー
お
よ
び
結
髪
の
業
務
（
セ
ッ

ト
に
よ
る
撮
影
の
場
合
に
お
け
る
業
務
を
除
く
）
。
⑨
放
送
法
第
二
条
に
規
定
す
る
放
送

の
事
業
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ュ
ー
サ
ー
お
よ
び
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
業
務
。
⑩
か
に
ま

　
　
・
　
。
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
事
業
に
お
け
る
第
一
次
加
工
の
業
務
」
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。

こ
こ
で
は
、
年
少
労
働
者
で
あ
っ
て
も
深
夜
業
の
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
、

ま
ず
、
事
業
の
種
類
の
如
何
を
問
わ
ず
前
述
の
①
～
③
の
三
つ
の
場
合
と
、
次
に
、

特
定
の
事
業
ま
た
は
業
務
に
限
っ
て
は
前
述
の
①
～
③
と
⑤
～
⑩
の
九
つ
の
場
合

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
者
の
①
～
⑩
の
う
ち
の
④
の
事
業
す
な
わ

ち
「
旅
館
・
飲
食
店
・
娯
楽
の
事
業
」
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
場
合
は

年
少
者
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
如
上
の
よ
う

に
、
①
～
③
と
⑤
～
⑩
の
場
合
に
は
年
少
労
働
者
に
も
深
夜
業
が
許
さ
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
い
る
と
解
し
た
次
第
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
が
「
前
三
項
の
規
定
は
、
第
三
三
条
第
一

項
の
…
…
場
合
又
は
第
八
条
第
六
号
・
第
七
号
・
第
一
三
号
第
一
四
号
及
び
電
話

の
事
業
若
し
く
は
中
央
労
働
基
準
審
議
会
の
議
を
経
て
命
令
で
定
め
る
女
子
の
健

康
及
び
福
祉
に
有
害
で
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
但
し
、

第
一
四
号
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
満
一
八
才
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
文
理
（
文
字
）
解
釈
し
た
も
の
と

推
定
し
う
る
。
学
理
解
釈
を
な
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
条
に

い
う
女
子
を
文
字
ど
お
り
女
子
と
解
す
る
な
ら
年
少
労
働
者
の
中
の
女
子
に
つ
い

て
も
当
該
適
用
を
み
る
こ
と
と
な
っ
て
年
少
労
働
者
の
中
の
男
子
に
つ
い
て
は
当

該
適
用
を
み
な
い
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
で
は
同
じ
年
少
労
働
者
で
あ
っ
て
も
女
子
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と
男
子
の
間
に
差
違
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
（
女
子
の
方
が
男
子
よ
り
も
よ
り
保
護

を
要
す
る
の
に
）
、
立
法
の
趣
旨
に
惇
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本

条
に
い
う
女
子
と
は
、
満
一
八
才
以
上
の
女
子
す
な
わ
ち
女
子
成
年
労
働
者
（
女

子
の
中
か
ら
年
少
労
働
老
を
除
外
し
た
残
余
の
女
子
労
働
老
）
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
・

そ
れ
故
、
年
少
労
働
者
に
つ
い
て
深
夜
業
の
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
事
業
の
種

類
の
如
何
を
問
わ
な
い
と
す
る
場
合
の
①
～
③
と
、
特
定
の
事
業
ま
た
は
業
務
に

限
っ
て
は
と
す
る
場
合
の
①
～
③
お
よ
び
⑤
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
年
少
労
働
者
を
原
則
と
し
て
労
基
法
六
二

条
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
深
夜
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
．
こ
こ
に
い
う
「
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
に
関
し
て
ば
、
「
問
　
法
第

六
二
条
第
一
項
の
『
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
』
は
、
『
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
』

又
は
『
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
』
と
異
な
る
か
。
答
　
す
べ
て
現
実
に
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

験
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
」
（
昭
二
一
二
・
五
・
一
八
基
収
一
六
二
五
号
）

と
の
解
釈
例
規
が
存
し
て
い
る
の
で
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
使
用
者
は
、
年
少
労

働
者
を
原
則
と
し
て
は
現
実
に
深
夜
業
に
就
労
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
　
一
で
考
察
し
た
②
お
よ
び
④
の
就
労
禁
止
時
間
帯
に
つ
い
て
は
未
だ
そ
の

適
用
を
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
年
少
労
働
者
を
就
労
さ
せ
て
は
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
い
時
間
帯
は
当
該
①
お
よ
び
③
の
就
労
禁
止
時
間
帯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
例
外
と
し
て
は
、
年
少
労
働
者
を
就
労
禁
止
時
間
帯
で
あ
っ
て
も
就
労

さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
大
別
す
る

と
、
「
①
非
常
災
害
の
場
合
。
②
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上
満

一
八
才
未
満
の
男
子
の
場
合
。
③
農
林
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
。

④
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
。
⑤
保
健

衛
生
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
。
お
よ
び
、
⑥
電
話
の
事
業
に
従

事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合
。
」
の
六
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る
説
、
「
当
該
①
～

⑥
の
六
つ
の
場
合
の
他
に
『
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分

の
例
外
の
場
合
』
を
掲
げ
」
て
七
つ
の
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
説
、
「
当
該
七

つ
の
場
合
の
う
ち
の
非
常
災
害
の
場
合
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
」
で
六
つ
の

場
合
を
あ
げ
て
い
る
説
、
お
よ
び
田
川
義
雄
氏
の
よ
う
に
一
二
の
場
合
を
あ
げ
て

い
る
よ
う
に
解
し
う
る
説
と
が
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
既
に
触
れ
て
い
る
ご
と
く
、
深
夜
業
に
つ
い
て
の

法
的
規
制
の
是
非
の
面
で
な
く
法
制
上
深
夜
業
が
如
何
な
る
場
合
に
許
さ
れ
て
い

る
の
か
と
い
う
実
体
の
面
を
、
す
な
わ
ち
、
当
該
法
的
規
制
を
労
務
管
理
の
視
角

か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
七
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い

る
説
を
妥
当
と
す
る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
年
少
労
働
者
に
深
夜
業
の
許
さ
れ
て
い
る
各
場

合
（
次
に
掲
げ
る
①
～
⑦
）
に
つ
い
て
の
（
一
で
考
察
し
た
就
労
禁
止
時
間
帯
と
の
関
係

を
も
含
め
た
観
点
か
ら
の
考
察
を
も
加
味
し
た
）
考
察
を
行
な
う
。

　
①
非
常
災
害
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
三
三
条
一
項
が
「
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事

由
に
よ
っ
て
、
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
使
用
者
は
、
行
政
官
庁

の
許
可
を
受
け
て
、
そ
の
必
要
限
度
に
お
い
て
前
条
若
し
く
は
第
四
〇
条
の
労
働

時
間
を
延
長
し
、
…
…
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
」
と
規
定
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
、
労
働
が
深
夜
に
わ
た
っ
て
も
可
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
労
基
法
六
二
条
四
項
が
、
当
該
三
三
条
一
項
の

年
少
労
働
者
へ
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
必
要
限
度

に
お
い
て
労
働
時
間
を
延
長
し
た
場
合
、
そ
れ
が
前
述
の
一
で
記
し
た
①
の
就
労

禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
に
か
か
っ
て
も
、
許
さ
れ
る
の

で
あ
る
（
な
お
、
一
で
記
し
た
②
の
就
労
禁
止
時
間
帯
《
午
後
二
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
）

は
、
理
論
上
存
在
す
る
も
、
現
実
に
は
未
だ
存
し
な
い
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
述
は

捨
象
す
る
。
で
も
当
該
②
が
適
用
さ
れ
る
地
域
と
期
間
に
つ
い
て
の
適
用
が
な
さ
れ
る
に
至

っ
た
と
き
に
は
、
当
該
適
用
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
は
、
災
害
そ
の
他
の
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
事
由
に
よ
っ
て
労
働
時
閤
を
延
長
し
た
場
合
、
そ
れ
が
午
後
＝
時
か
ら
午
前
六
時
に
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労働時間の配置について

か
か
っ
て
も
可
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
下
同
。
）
。

　
な
お
、
当
該
非
常
災
害
の
場
合
に
年
少
労
働
者
を
当
該
就
労
禁
時
間
帯
に
就
労

さ
せ
る
た
め
に
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
非
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

災
害
の
内
容
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
時
間
外
労
働
に
関
す
る
一
研
究
」

所
収
の
非
常
災
害
の
場
合
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
②
　
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
男
子
の
場

　
　
　
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
一
項
但
書
が
「
但
し
、
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る

満
一
六
才
以
上
の
男
子
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
」
と
所
定
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
交
替
制
に
つ
い
て
、
「
交
替
制
と
は
、
同
一
労
働
者
が
一
定
期
日
ご

と
に
昼
間
勤
務
と
夜
間
勤
務
と
に
交
替
に
つ
く
勤
務
の
態
様
を
い
う
も
の
で
あ

（
8
）

る
。
」
と
の
旨
の
解
釈
例
規
（
昭
；
二
・
七
・
群
口
発
九
七
一
号
）
、
「
駅
勤
務
の
雑
役

手
で
満
一
六
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
男
子
に
つ
い
て
、
一
二
時
よ
り
二
二
時
ま

で
の
勤
務
の
間
に
、
二
時
間
の
休
憩
を
与
え
、
更
に
深
夜
に
睡
眠
時
間
を
与
え
、

翌
日
一
二
時
ま
で
労
働
さ
せ
、
そ
の
間
二
時
間
の
休
憩
時
間
を
与
え
て
非
番
と
な

る
勤
務
で
あ
っ
て
、
前
後
通
算
休
憩
時
間
四
時
間
、
睡
眠
時
間
四
時
間
、
計
八
時

間
を
与
え
両
日
を
折
半
し
て
深
夜
就
業
を
含
め
一
日
実
働
八
時
間
一
週
四
八
時
間

の
勤
務
方
法
を
採
用
し
て
い
る
交
替
制
は
、
労
基
法
六
二
条
一
項
但
書
に
い
う
交

替
制
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
・
な
お
、
昭
和
二
三
年
七
月
目
日
付
基
発
九
七
一
号
通

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

牒
を
参
照
さ
れ
た
い
。
」
と
の
旨
の
解
釈
例
規
（
昭
二
四
・
四
・
一
二
高
野
四
二
〇
三

号
）
、
「
満
一
八
才
未
満
の
男
子
を
一
定
期
日
ご
と
に
昼
勤
・
夜
勤
に
就
労
せ
し
め

て
い
る
が
、
夜
勤
（
深
夜
）
は
パ
ン
の
製
造
・
昼
勤
（
昼
間
）
は
パ
ン
の
配
達
ま

た
は
菓
子
製
造
と
い
う
ご
と
き
交
替
業
務
、
す
な
わ
ち
、
異
な
る
業
務
の
交
替
制

に
対
し
、
同
一
労
働
者
が
一
定
期
日
ご
と
に
昼
間
勤
務
と
夜
間
勤
務
と
に
交
替
に

つ
く
勤
務
の
態
様
で
あ
れ
ば
、
昼
間
勤
務
と
夜
間
勤
務
の
作
業
が
同
一
で
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

も
労
基
法
六
二
条
一
項
但
書
の
交
替
制
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
旨
の

解
、
釈
例
規
（
昭
三
一
・
四
・
一
二
基
収
一
五
八
五
号
）
お
よ
び
「
第
一
日
昼
勤
・
第

二
日
夜
勤
、
第
三
日
夜
勤
明
け
非
番
の
順
序
を
繰
り
返
し
行
な
う
い
わ
ゆ
る
三
交

替
［
制
に
対
し
て
は
、
労
基
法
六
〇
条
一
項
（
同
法
三
二
条
二
項
所
定
の
八
時
間
労
働
の
、

変
則
制
の
不
採
用
）
お
よ
び
一
二
項
（
一
週
間
の
労
働
時
間
が
四
八
時
間
を
超
え
な
い
限
り
、

一
週
間
の
う
ち
の
あ
る
一
日
の
労
働
時
間
を
四
時
間
以
内
に
短
縮
す
る
場
合
は
他
の
日
の
労

働
時
間
を
十
時
間
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
限
り
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
1
）

条
一
項
但
書
の
交
替
制
に
反
し
な
い
。
」
と
の
解
釈
例
規
（
昭
二
三
・
三
．
二
基
発

三
八
九
号
）
が
存
し
て
い
る
Q

　
従
っ
て
、
「
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
男

子
の
場
合
」
と
は
、
個
々
の
当
該
労
働
者
の
就
労
が
一
定
期
日
ご
と
に
昼
寝
を
し
た

後
で
夜
勤
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
交
替
制
の
下
に
行
な
わ
れ
る
場
合
を
指
す
。
そ

し
て
、
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
事
業
な
い
し
は
業
務
の
種
類
お
よ
び
昼
間
の

作
業
と
夜
間
の
作
業
の
同
一
性
を
間
わ
ず
、
　
一
で
触
れ
た
①
の
就
労
禁
止
時
間
帯
　
　
一

（
午
後
一
〇
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
で
あ
っ
て
も
就
労
が
可
で
あ
る
。
当
該
年
少
労
働
　
2
1

者
を
就
労
禁
止
時
間
帯
に
就
労
さ
せ
る
に
つ
い
て
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
要
し
　
一

な
い
。
行
政
官
庁
の
許
可
を
要
す
る
場
合
は
、
前
述
の
①
と
後
述
の
③
の
場
合
と

で
あ
る
。
な
お
、
前
述
の
昭
二
三
・
三
・
二
奮
発
三
八
九
号
に
も
留
意
さ
れ
た
い
。

　
③
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
三
項
が
「
交
替
制
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
て
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
午
後
一

〇
時
三
〇
分
ま
で
労
働
さ
せ
、
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
午
前
五
時
三
〇

分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
所
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
述
の
②
の
場
合
に
い
う
交
替
制
と
は
個
々
の
当
該
労
働
者
を
対
象
と
し
て
い

う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
交
替
制
と
は
事
業
全
体
を
対
象
と
し
て
い
う
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

あ
る
（
事
業
全
体
が
交
替
制
を
採
用
し
て
い
る
場
合
の
交
替
制
を
い
う
）
。
従
っ
て
、
事

業
な
い
し
は
業
務
の
種
類
の
如
何
を
問
わ
ず
、
事
業
全
体
が
交
替
制
を
採
用
し
て

い
る
場
合
に
は
、
年
少
労
働
者
で
あ
っ
て
も
一
の
①
の
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後



一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
置
で
）
の
う
ち
の
午
後
一
〇
時
三
〇
伶
ま
で
の
就
労
が
可
と

さ
れ
て
い
る
（
一
の
②
の
就
労
禁
止
時
間
帯
は
未
だ
現
実
に
は
存
し
て
い
な
い
か
ら
、
午

前
五
時
三
〇
分
か
ら
の
就
労
可
の
問
題
は
起
こ
っ
て
こ
な
い
故
、
こ
の
点
は
捨
象
す
る
）
。

そ
れ
故
、
た
と
え
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
て
も
当
該
場
合
に
は
、
午
後
一
〇
時

三
〇
分
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
就
労
は
不
可
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
午
後
一
〇

時
か
ら
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
の
三
〇
二
間
の
労
働
に
は
、
深
夜
の
時
間
帯
の

労
働
で
あ
る
か
ら
、
行
政
解
釈
も
明
示
し
て
い
る
ご
と
く
、
割
増
し
賃
金
の
支
払

を
要
す
る
の
で
あ
る
（
後
述
の
三
の
②
に
所
収
の
昭
二
一
二
・
二
・
二
〇
基
発
二
九
七
号

を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　
な
鱗
n
当
該
許
可
は
、
様
式
第
三
号
「
交
替
制
に
よ
る
深
夜
業
時
間
延
長
許
可

申
請
書
」
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
か
ら
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（女

Q
照
〉
。

ま
た
、
前
述
の
①
な
い
し
当
該
③
の
場
合
は
事
業
な
い
し
は
業
務
の
種
類
の
如
何

を
問
わ
ず
就
労
可
で
あ
る
と
い
う
も
、
以
下
に
述
べ
る
④
な
い
し
⑦
の
特
定
の
事

業
に
お
け
る
場
合
も
就
労
可
で
あ
る
か
ら
ハ
厳
密
に
は
、
前
述
の
①
な
い
し
当
該

③
の
場
合
は
、
以
下
に
述
べ
る
④
な
い
し
⑦
の
特
定
の
事
業
ま
た
は
業
務
を
除
く

あ
ら
ゆ
る
事
業
な
い
し
は
業
務
の
種
類
の
如
何
を
問
わ
ず
と
の
意
に
解
す
る
と
よ

い
と
い
い
う
る
。

　
④
農
林
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

農
林
の
事
業
と
は
、
「
土
地
の
耕
作
若
し
く
は
開
墾
ま
た
は
植
物
の
栽
植
・
栽

培
．
採
取
若
し
く
は
伐
採
の
事
業
そ
の
他
農
林
の
事
業
」
を
指
す
の
で
あ
る
（
齢
階

験
六
）
。
従
っ
て
、
農
林
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
当
該
事

業
で
た
と
え
ば
庶
務
・
会
計
等
の
業
務
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
は
、
当
該
範
疇

に
属
さ
ず
深
夜
の
就
労
は
許
さ
れ
な
い
（
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
じ
庶
務
・
会
計
等
の
業
務

に
従
事
し
て
い
て
も
他
の
一
般
企
業
で
は
許
さ
れ
な
い
の
に
当
該
農
林
の
事
業
に
お
い
て

は
許
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
公
平
の
原
則
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
六
二
条
一
項

本
文
と
六
二
条
一
項
但
書
と
は
原
則
法
と
例
外
法
と
の
関
係
に
あ
り
、
「
例
外
法
は
厳
格
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
法
上
の
格
言
の
存
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
）
。

　
そ
こ
で
、
農
林
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
と
は
、
農
林
の
業
務
（
土
地

の
耕
作
等
を
す
る
）
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
、
農
林
の
業
務
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
一
の
①
で
触
れ

た
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
で
あ
っ
て
も
就
労
が
可

で
あ
る
。

　
⑤
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
．

畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
と
は
、
「
動
物
の
飼
育
ま
た
は
水
産
動
植
物

の
採
捕
若
し
く
は
養
殖
の
事
業
そ
の
他
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
」
を
指

す
の
で
あ
る
（
労
基
法
八
条
七
号
）
。
そ
し
て
、
「
製
糸
工
場
に
お
け
る
製
糸
業
の
一
部
と
見
ら

れ
る
機
械
に
よ
る
乾
繭
の
業
務
は
、
こ
こ
に
い
う
養
蚕
等
の
事
業
に
該
当
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

労
基
法
八
条
一
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
旨
の
行
政
解
釈
（
昭
二
二
・

一
二
．
二
四
基
発
五
四
九
号
）
が
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
に
い
う
事
業
は
、

機
械
等
に
よ
る
そ
れ
で
な
く
手
工
業
的
な
も
の
に
よ
る
そ
れ
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
」
と

は
、
前
述
の
④
で
触
れ
た
と
同
じ
事
由
に
て
、
「
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
業

　務
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
、
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
業
務
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
は
、
關
の

①
の
就
労
禁
止
時
間
帯
で
あ
っ
て
も
就
労
が
可
で
あ
る
。

　
⑥
保
健
衛
生
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

保
健
衛
生
の
事
業
と
は
、
「
病
者
ま
た
は
虚
弱
者
の
治
療
看
護
そ
の
他
の
保
健

衛
生
の
事
業
」
を
指
す
の
で
あ
る
（
労
基
法
八
条
＝
二
号
）
。

　
そ
し
て
、
「
保
健
衛
生
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
」
と
は
、
前
述
の
④

で
触
れ
た
と
同
じ
事
由
に
て
、
「
保
健
衛
生
の
業
務
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
」

一22一



労働時間の配置について

の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
、
保
健
衛
生
の
業
務
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
は
、
一
の
①
で
述
べ
た
就

労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
で
あ
っ
て
も
就
労
が
許
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
病
院
に
お
い
て
年
少
労
働
者
た
る
准
看
護
婦
等
の
方
が
夜

勤
に
服
し
て
い
る
が
ご
と
き
が
当
該
場
合
に
相
当
す
る
。

　
⑦
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
当
該
電
話
の
事
業
に
関
し
て
は
、
「
問
　
法
華
六
二
条
第
四
項
に
お
け
る
『
電

話
の
事
業
』
中
に
は
電
話
の
建
設
、
保
守
は
含
ま
れ
な
い
か
。
　
答
　
見
解
の
通

論
と
の
行
政
解
釈
（
昭
二
三
毛
二
一
塞
発
δ
＝
号
）
、
「
法
第
六
二
条
四

項
所
定
の
電
話
の
事
業
と
は
、
立
法
の
趣
旨
か
ら
電
話
交
換
の
業
務
を
指
す
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
電
話
の
事
業
に
お
け
る
交
換
の
業
務
以
外
の
業
務
に
従
事
す

る
者
に
つ
い
て
は
、
深
夜
業
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
鉄
道
・
警
察
・
鉱
山
・

新
聞
そ
の
他
の
事
業
に
お
け
る
電
話
交
換
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

深
夜
業
は
認
め
ら
れ
る
。
」
と
の
旨
の
行
政
解
釈
（
昭
二
一
二
．
五
．
七
基
収
六
九
七
号
）
、

「
駅
に
お
け
る
駅
務
掛
が
、
電
話
交
換
掛
の
欠
勤
等
の
日
に
電
話
交
換
の
業
務
に

従
事
す
る
場
合
、
そ
の
日
に
限
り
深
夜
業
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
電
話
交
換
掛

が
、
駅
務
掛
の
欠
勤
等
の
是
駅
務
掛
の
業
務
に
従
事
す
る
。
と
が
あ
．
鴨
専

ら
電
話
交
換
の
業
務
に
の
み
従
事
す
る
場
合
に
は
、
深
夜
業
は
認
め
ら
れ
る
。
」

と
の
旨
の
行
政
解
釈
（
昭
三
〇
・
一
一
・
三
〇
基
収
五
三
〇
二
号
）
お
よ
び
「
有
線
放

送
電
話
業
務
を
行
な
う
事
業
所
に
お
け
る
電
話
交
換
の
業
務
は
、
六
二
条
四
項
所

定
の
電
話
の
事
業
に
該
当
す
る
。
し
か
し
、
告
知
放
送
業
務
は
、
当
該
事
業
に
該

当
し
偽
・
」
と
の
旨
の
行
政
解
釈
（
昭
三
一
三
二
・
振
当
六
八
二
五
号
）
が
存

し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
「
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
」
と
は
、
右
に
考
察
し
た

行
政
解
釈
お
よ
び
前
述
の
④
で
述
べ
た
事
由
等
に
て
、
「
電
話
の
交
換
の
業
務
に

従
事
す
る
年
少
労
働
者
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
何
も

電
々
公
社
や
国
際
電
信
電
話
株
式
会
社
に
お
け
る
電
話
交
換
の
業
務
に
従
事
す
る

者
の
み
で
な
く
右
行
政
解
釈
が
示
す
ご
と
く
警
察
・
鉄
道
・
新
聞
・
鉱
山
お
よ
び

有
線
放
送
等
に
お
け
る
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

ま
た
、
社
会
通
念
上
他
の
業
務
に
従
事
す
る
も
専
ら
当
該
業
務
に
従
事
す
る
者
で

あ
れ
ば
、
当
該
労
働
者
に
該
当
す
る
の
で
あ
．
る
。

従
っ
て
、
「
電
話
の
交
換
の
業
務
に
従
事
す
る
年
少
労
働
者
（
専
ら
従
事
す
る
者
を

も
含
む
）
」
は
、
　
一
の
①
の
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
で

あ
．
っ
て
も
就
労
が
可
で
あ
る
。

　
な
お
、
以
上
に
述
べ
た
①
お
よ
び
③
～
⑦
の
六
つ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
以
下

に
述
べ
る
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
当
該
年
少
労
働
者
の
場
合
同
様
、
当

該
就
労
禁
止
時
間
帯
に
お
け
る
就
労
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
三
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（（54
））

（
6
）

（
7
）

（
8
）

慶
谷
淑
夫
著
「
前
掲
書
」
二
二
六
～
二
二
八
頁
。
松
岡
三
郎
著
「
普
及
版
労
働

基
準
法
」
二
九
三
頁
同
旨
。
青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編
「
前
掲
書
」
二
四
〇
．

二
四
一
頁
同
旨
。

西
村
信
雄
代
表
著
「
労
働
基
準
法
論
」
二
九
三
・
二
九
四
頁
。
吾
妻
光
俊
著
「
前

掲
書
」
三
三
九
～
三
四
二
頁
同
旨
。
渋
谷
直
蔵
著
「
前
掲
書
」
三
〇
六
・
三
〇

七
頁
同
旨
。
峯
村
光
郎
著
「
前
掲
書
」
三
二
二
・
三
二
三
頁
同
旨
。
恒
藤
武
二

著
「
⊥
削
野
壷
闘
」
二
〇
六
・
二
〇
七
百
ハ
同
一
日
。

峯
村
光
郎
・
恒
藤
武
二
編
「
労
働
法
講
義
」
二
二
八
頁
。
片
岡
昇
・
窪
田
隼
人
．

本
多
淳
亮
著
「
労
働
法
演
習
」
同
旨
（
但
し
、
非
常
災
害
の
点
に
つ
い
て
は
触

れ
ら
れ
て
い
る
）
。

田
川
義
雄
著
「
前
掲
書
」
一
四
五
・
一
四
七
頁
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
一
頁
中
欄
。
労
働
省
労
働
基

準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
一
頁
。

本
稿
一
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

大
阪
府
立
大
学
紀
要
（
第
二
四
巻
）
八
二
・
八
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
一
頁
下
欄
・
二
六
二
頁
上
欄
、
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（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

労
働
省
労
働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
一
・
五
七
二
頁
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
二
頁
下
欄
、
労
働
省
労
働
基

準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
三
頁
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
二
頁
下
欄
・
二
六
三
頁
上
・

中
欄
、
労
働
省
労
働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
五
・
五
七
六
頁
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
二
頁
中
・
下
欄
、
労
働
省
労

働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
六
九
頁
参
照
。

慶
谷
淑
夫
著
「
前
掲
書
」
二
二
九
頁
、
青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編
「
前
掲
書
」

二
四
二
頁
、
吾
妻
光
俊
著
「
前
掲
書
」
三
四
一
頁
他
参
照
。

様
式
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
八

五
頁
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

田
中
周
友
著
「
法
学
概
論
」
四
二
頁
、
町
田
秀
実
著
「
法
学
」
五
五
頁
、
谷
田

貝
三
郎
著
「
法
学
概
論
」
七
〇
頁
他
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
一
頁
中
・
下
欄
、
労
働
省
労

働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
六
九
頁
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
三
頁
上
欄
、
労
働
省
労
働
基

準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
三
頁
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
三
頁
上
欄
、
労
働
省
労
働
基

準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
一
頁
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
三
頁
上
・
寒
紅
、
労
働
省
労

働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
三
・
五
七
五
頁
参
照
。

労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
三
頁
中
・
下
欄
、
労
働
省
労

鋤剛

譿
i
・
局
主
…
集
「
一
碧
掲
書
」
五
七
⊥
ハ
・
五
七
七
（
追
一
二
）
頁
参
照
。

三

　
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
も
、
年
少
労
働
者
の
場
合
同
様
、
原
則
と
し
て
深
夜

の
就
労
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
例
外
と
し
て
深
夜
の
就
労
が
許
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
深
夜
の
就
労
の
許
さ
れ
て
い
る
範
囲
は
、
女
子

成
年
労
働
者
の
場
合
と
年
少
労
働
者
の
場
合
と
で
は
異
な
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、

、
女
子
成
年
者
働
者
に
深
夜
の
就
労
が
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
如
何
な
る
場
合
か
に

つ
き
考
察
す
る
。

　
ま
ず
、
峯
村
光
郎
著
『
増
訂
労
働
法
講
義
』
で
は
、
「
交
替
制
に
よ
っ
て
労
働

さ
せ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
深
夜
業
が

午
後
一
〇
時
か
ら
禁
止
さ
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
労
働

さ
せ
、
ま
た
午
前
六
時
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
午
前
五
時
三
〇

分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
六
二
条
三
　
項
）
。
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
事
由
に
よ
っ
て
、
臨
時
の
必
要
あ
る
場
合
に
、
使
用
者
が
行
政
官
庁
の
許
可

を
受
け
て
、
労
働
時
間
を
延
長
し
た
場
合
は
、
女
子
…
…
を
深
夜
業
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
（
ゴ
ゴ
ニ
条
、
　
山
ハ
ニ
条
四
項
）
。
農
業
の
事
業
（
八
条
六
号
）
、
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の

事
業
（
七
号
）
、
保
健
・
衛
生
の
事
業
（
二
二
号
）
お
よ
び
電
話
の
事
業
も
し
く
は
中

央
労
働
基
準
審
議
会
の
議
を
経
て
命
令
で
定
め
る
女
子
の
健
康
お
よ
び
福
祉
に
有

害
で
な
い
業
務
。
旅
館
・
料
理
店
・
飲
食
店
隅
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
の
事
業
に
つ

い
て
は
、
…
深
夜
業
さ
せ
る
・
と
が
で
き
る
（
六
二
条
四
項
）
『
ど
の
旨
を
述
べ
て
い
る
・

こ
の
よ
う
に
、
峯
村
光
郎
氏
は
、
女
子
成
年
労
働
者
を
原
則
と
し
て
深
夜
業
に

就
労
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
例
外
と
し
て
は
、
①
非
常
災
害
の
場
合

（労

�
�
l
項
）
、
②
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の

場
合
（
労
基
法
六
二
条
三
項
）
。
③
農
林
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
（
端
騰
怯
泌
諌

麟
四
）
。
④
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合

（労

軏
@
八
条
七
号
、
　
占
居
一
一
条
四
項
）
。
⑤
保
健
衛
生
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
（
勘

鉄蝋

�
ｯ
囎
、
）
。
⑥
旅
館
・
料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
の
事
業
に

従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
（
労
基
法
八
条
一
四
号
、
　
山
ハ
ニ
条
四
項
）
。
⑦
電
話
の
事
業
に
従
事
す

る
女
子
成
年
労
働
者
（
労
基
法
六
二
条
四
項
）
お
よ
び
⑧
中
央
労
働
基
準
審
議
会
の
審
議
を
経
て

命
令
で
定
め
る
女
子
の
健
康
お
よ
び
福
祉
に
有
害
で
な
い
業
務
に
従
事
す
る
女
子

成
年
労
働
者
の
場
合
（
労
基
法
六
二
条
四
項
）
（
具
体
的
に
、
如
何
な
る
業
務
が
当
該
業
務
に
該
当
す

る
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
）
の
八
つ
の
場
合
に
は
深
夜
の
就
労
は
可
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
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次
に
、
吾
妻
光
俊
著
『
新
版
労
働
基
準
法
』
、
西
村
信
雄
代
表
著
『
労
働
基
準

　
法
論
』
に
お
け
る
窪
田
隼
人
氏
、
峯
村
光
郎
・
恒
藤
武
二
編
『
労
働
法
講
義
』
に

　
　
お
け
る
佐
々
木
遠
望
氏
、
青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編
『
労
働
基
準
法
講
義
』
に
お

　
　
け
る
宮
崎
鎮
雄
氏
、
渋
谷
直
蔵
著
『
労
働
基
準
法
の
詳
解
』
、
慶
谷
淑
夫
著
『
労
働

　
　
基
準
法
概
論
』
お
よ
び
松
岡
三
郎
著
『
普
及
版
労
働
基
準
法
』
で
は
、
女
子
成
年

　
　
労
働
者
に
深
夜
業
を
さ
せ
て
も
罰
し
な
い
例
外
と
し
て
、
「
そ
の
一
つ
の
例
外
は
、

　
　
非
常
の
場
合
の
深
夜
業
で
あ
る
（
三
三
条
…
　
項
）
。
…
…
そ
の
二
の
例
外
は
、
農
林
の
事
業
、

　
　
水
産
の
事
業
、
衛
生
の
事
業
、
旅
館
・
娯
楽
場
の
事
業
（
八
条
六
号
、
七
号
コ
ニ
号
、
一
四
号
）
、
　
電
話
の

　
　
事
業
に
お
け
る
深
夜
業
で
あ
る
。
…
…
第
三
の
例
外
は
、
中
央
労
働
基
準
審
議
会

　
　
の
議
を
経
て
命
令
で
定
め
る
婦
人
の
健
康
お
よ
び
福
祉
に
有
害
で
な
い
業
務
で
あ

　
　
る
。
…
…
現
在
、
命
令
で
次
の
ご
と
く
定
め
ら
れ
て
い
る
（
女
則
六
条
）
。
①
航
空
機
に
乗

　
　
り
組
む
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
、
②
婦
人
を
収
容
す
る
寄
宿
舎
の
管
理
人
の
業

　
　
務
、
③
映
画
の
製
作
事
業
に
お
け
る
演
技
者
・
ス
ク
リ
プ
タ
ー
お
よ
び
結
髪
の
業

　
　
務
（
セ
ッ
ト
に
よ
る
撮
影
の
場
合
の
業
務
を
除
く
）
、
④
放
送
法
第
二
条
に
規
定
す
る

　
　
放
送
の
事
業
に
お
け
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
お
よ
び
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
業
務
、
⑤
か

　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
●
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
に
ま
た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
事
業
に
お
け
る
第
一
次
加
工
の
業
務
」
の
場
合
で
あ

　
　
る
と
の
旨
を
述
べ
て
い
る
。

　
，
こ
の
よ
う
に
、
吾
妻
光
俊
・
窪
田
隼
人
・
佐
々
木
允
臣
・
寄
崎
鎮
雄
・
渋
谷
直
蔵

　
　
・
慶
谷
淑
夫
お
よ
び
松
岡
三
郎
の
各
氏
は
、
女
子
成
年
労
働
者
を
原
則
と
し
て
深

　
　
夜
に
就
労
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
例
外
と
し
て
は
深
夜
の
就
労
は
可
で
あ

π
り
、
当
該
深
夜
の
就
労
の
許
さ
れ
る
場
A
・
（
そ
の
内
容
に
は
差
違
は
存
し
て
い
な
い
が

飢
説
述
の
方
法
は
区
・
で
あ
る
）
は
、
①
非
常
垂
．
の
場
A
。
（
蟻
曝
書
、
②
交
替
制

驚
黙
壁
塗
難
嚢
鶴
翻
劃
螺
魂
騨
如
難

齢
た
は
水
産
の
妻
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
（
労
基
法
八
条
七
号
、
六
二
条
四
項
）
。
⑤
保
健

爾
衛
生
の
妻
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
A
。
（
労
幕
法
八
条
＝
二
口
万
、
　
山
ハ
ニ
条
四
項
〔
）
。
⑥
旅
館
・
料

労
　
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者

の
場
合
（
労
基
法
八
条
一
四
各
々
、
　
山
ハ
一
τ
宋
閲
H
項
ハ
）
。
⑦
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合

（労

�
l
項
）
。
⑧
航
空
機
に
乗
り
組
む
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子

成
年
労
働
者
の
場
合
（
隅
口
写
巫
法
山
ハ
一
一
条
m
四
項
女
少
則
点
ハ
条
　
一
　
号
）
。
⑨
婦
人
を
収
容
す
る
寄
宿
舎
の
管
理
人
の

業
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
（
労
甘
益
法
⊥
ハ
一
一
条
四
項
女
早
m
川
山
沿
隅
一
｝
号
）
。
⑩
映
画
の
製
作
事

業
に
お
け
る
演
技
者
・
ス
ク
リ
プ
タ
ー
お
よ
び
結
髪
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成

年
労
働
者
の
場
合
（
セ
ヅ
ト
に
よ
る
撮
影
の
場
合
の
業
務
を
除
く
）
（
妨
殊
畦
燈
篠
咽
頒
）
。

⑪
放
送
法
第
二
条
に
規
定
す
る
放
送
の
事
業
に
お
け
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
お
よ
び

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
（
労
墓
法
六
二
条
四
項
み
メ
小
ツ
…
珊
⊥
ハ
か
宋
閲
H
μ
万
）
。

お
よ
び
⑫
か
に
ま
た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
業
務
に
お
け
る
第
一
次
加
工
の
業
務
に

従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
（
w
努
其
㎝
法
山
ハ
ニ
条
四
盾
一
女
少
則
⊥
ハ
条
五
号
）
の
一
二
の
場
合
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
前
述
の
峯
村
光
郎
氏
の
掲
げ
る
⑧
の
「
中
央
労
働
基
準
審
議
会
の
議

を
経
て
命
令
で
定
め
る
女
子
の
健
康
お
よ
び
福
祉
に
有
害
で
な
い
業
務
」
を
、
当

該
⑧
～
⑫
に
わ
た
っ
て
具
体
的
に
掲
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
恒
藤
武
二
著
『
労
働
基
準
法
』
で
は
、
「
深
夜
業
禁
止
の
原
則
に
対

し
て
…
…
多
く
の
例
外
が
労
基
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
天
災
事

変
な
ど
非
常
災
害
の
場
合
　
②
法
第
八
条
第
六
号
、
第
七
号
、
第
二
二
号
、
第
一

四
号
に
定
め
る
事
業
に
お
け
る
場
合
　
③
電
話
の
事
業
も
し
く
は
中
央
労
働
基
準

審
議
会
の
議
を
経
て
命
令
で
定
め
る
女
子
の
健
康
お
よ
び
福
祉
に
有
害
で
な
い
業

務
に
お
け
る
場
合
（
第
六
二
条
四
項
、
た
と
え
ば
ス
チ
ュ
ワ
；
デ
ス
．
女
優
・
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
・
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
・
か
に
ま
た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
事
業
に
お
け
る
第
一
次
加
工

に
従
事
す
る
老
等
で
あ
る
。
女
鑑
規
第
六
条
）
、
例
外
と
し
て
、
深
夜
業
が
許
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
で
あ
る
（
第
六
二
条
四
項
）
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
恒
藤
武
二
氏
は
、
こ
こ
で
は
、
女
子
成
年
労
働
者
に
例
外
と
し
て

深
夜
の
就
労
が
許
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
既
に
述
べ
た
峯
村
光
郎
・
吾
妻
光

俊
・
窪
田
隼
人
・
佐
々
木
允
臣
・
宮
崎
鎮
雄
・
渋
谷
直
蔵
・
慶
谷
淑
夫
お
よ
び
松

岡
三
郎
の
諸
氏
が
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
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に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の
場
合
」
（
労
基
法
六
二
条
三
項
）
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
と
こ

ろ
で
、
就
労
禁
止
時
間
帯
で
あ
っ
て
も
如
何
な
る
場
合
に
は
女
子
成
年
労
働
者
の

就
労
が
可
か
と
す
る
観
点
か
ら
は
、
当
該
場
合
に
つ
い
て
も
、
深
夜
の
就
労
の
可

の
場
合
の
範
疇
に
入
れ
る
を
妥
当
と
考
察
す
る
。

　
ま
た
、
林
迫
広
編
『
労
働
法
講
義
』
に
お
け
る
石
松
亮
二
氏
お
よ
び
片
岡
昇
・

窪
田
隼
人
・
本
多
淳
良
共
著
、
『
労
働
法
演
習
』
で
は
、
簡
単
に
、
「
深
夜
業
は
原

則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
交
替
制
や
災
害
非
常
の
場
合
あ
る
い
は
特
殊
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

事
業
お
よ
び
業
務
に
つ
い
て
は
特
例
が
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
非
常
災
害
の
場
合
に
つ
い
て
は
問
題
は
存
し
な
い
が
、
交
替
制
（
労

働
者
個
人
を
対
象
と
す
る
交
替
制
を
指
す
の
か
、
事
業
全
体
が
交
替
制
を
採
用
し
て
い
る
場

合
の
交
替
制
を
指
す
の
か
）
や
、
特
殊
な
事
業
お
よ
び
業
務
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
具

体
的
に
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
女
子
成
年
労
働
者
に
は
原
則
と
し
て
深
夜

の
就
労
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
例
外
と
し
て
特
定
の
場
合
に
は
そ
れ
が
許
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
許
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
既
に
述

べ
た
ご
と
く
「
①
～
⑧
の
場
合
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
説
、
「
①
～
⑫
の
場
合
」
が

あ
る
と
し
て
い
る
説
、
「
①
～
⑫
の
場
合
が
あ
る
と
す
る
説
の
う
ち
の
②
の
場
合

す
な
わ
ち
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の
場
合
に

つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
」
と
こ
ろ
の
説
お
よ
び
簡
単
に
「
非
常
災
害
の
場
合
や
交

替
制
の
場
合
お
よ
び
特
殊
な
事
業
や
業
務
に
お
け
る
場
合
」
で
あ
る
と
し
て
い
る

説
等
が
存
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
既
に
触
れ
た
ご
と
く
、
例
外
と
し
て
、
如
何
な
る
場
合
に
深
夜
の
就

労
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
そ
れ
を
考
察
す
る
立
場
か
ら
は
、
事
業
の

種
類
の
如
何
を
問
わ
ず
交
替
制
の
場
合
の
三
〇
分
の
例
外
の
場
合
は
行
政
官
庁
の

許
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
就
労
が
可
で
あ
る
か
ら
、
当
該
場
合
も
そ
の

例
外
の
範
疇
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
察
す
る
。

従
っ
て
、
原
則
と
し
て
は
女
子
成
年
労
働
者
の
深
夜
の
就
労
は
不
可
で
あ
る
が
、

例
外
と
し
て
は
次
に
掲
げ
る
①
～
⑫
の
場
合
に
つ
い
て
は
許
さ
れ
て
い
る
も
の
と

解
す
る
。

　
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
各
場
合
に
つ
い
て
就
労
禁
止
時
間
帯
と
の
関
係
を

も
含
め
て
考
察
を
加
え
る
。
・

　
①
　
非
常
災
害
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
三
三
条
一
項
所
定
の
場
合
を
指
し
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に

よ
り
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
当
該
場
合
に
つ
い
て
は
、
年
少
労
働
者
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
前
述
の
二
の
①
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
②
　
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
三
項
に
よ
り
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当

該
場
合
は
年
少
労
働
者
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
詳

細
に
関
し
て
は
前
述
の
二
の
③
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
当
該
場
合
の
交
替
制
と
は
、
前
述
の
二
の
③
で
触
れ
た
ご
と
く
、
事
業
全

体
が
交
替
制
を
採
用
し
て
い
る
場
合
の
そ
れ
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乗

合
自
動
車
に
乗
務
す
る
女
子
車
掌
に
つ
い
て
「
一
定
期
間
所
定
の
運
行
表
に
基
づ

き
毎
日
異
な
っ
た
勤
務
時
間
に
就
業
し
、
　
一
定
期
間
（
運
行
表
に
よ
る
一
周
期
）
勤

務
の
後
は
再
び
初
め
の
勤
務
形
態
に
復
す
る
よ
う
な
勤
務
に
就
く
場
合
は
、
法
第

六
二
条
第
三
項
に
い
う
交
替
制
に
該
当
す
る
…
…
な
お
許
可
に
当
っ
て
は
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

深
夜
に
わ
た
る
勤
務
日
は
平
均
一
週
一
回
で
あ
る
場
合
に
限
る
…
…
」
と
の
行
政

解
釈
（
昭
二
八
．
七
．
六
基
発
四
九
六
号
）
が
存
し
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
、
当
該

深
夜
の
就
労
が
可
な
る
も
毎
日
可
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
そ
の
就
労
回
数
に
こ

の
よ
う
に
規
制
の
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
存
す
る
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

「
問
　
法
喜
六
二
条
第
三
項
の
交
替
制
労
働
に
よ
り
女
子
の
三
〇
分
の
深
夜
業
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

当
然
深
夜
業
割
増
を
要
す
る
が
如
何
。
　
答
　
見
解
の
通
り
。
」
と
の
行
政
解
釈
（
昭

二
三
．
二
．
二
〇
基
発
二
九
七
号
）
が
存
す
る
よ
う
に
、
当
該
三
〇
分
に
聴
し
て
は

割
増
し
賃
金
の
支
払
い
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
既
に
二
の
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労働時間の配置について

③
で
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
同
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
③
農
林
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
年
少
労

働
者
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
前

述
の
二
の
④
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
同
所
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
農
林
の
事
業
（
労
基
法
八
条
六
号
）
に
従

事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
」
と
は
、
「
土
地
の
耕
作
若
し
く
は
開
墾
ま
た
は
植
物

の
採
植
・
栽
培
・
採
取
若
し
く
は
伐
採
の
業
務
そ
の
他
農
林
の
業
務
に
従
事
す
る

女
子
成
年
労
働
者
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
④
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合

　
こ
の
「
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
（
労
基
法
八
条
七
号
）
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労

働
者
」
と
は
、
「
動
物
の
飼
育
ま
た
は
水
産
動
植
物
の
採
捕
若
し
く
は
養
殖
の
業

務
そ
の
他
の
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
」

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
当
該
場
合
の
深
夜
の
就
労
の
可
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に
所
定
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
場
合
は
年
少
労
働
者
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
前
述
の
二
の
⑤
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
⑤
保
健
衛
生
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合

　
こ
の
「
保
健
衛
生
の
事
業
（
労
基
法
八
条
＝
一
…
号
）
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
」
と
は
、

「
病
者
ま
た
は
虚
弱
者
の
治
療
・
看
護
そ
の
他
保
健
衛
生
の
業
務
に
従
事
す
る
女

子
成
年
労
働
者
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
　
具
体
的
に
は
看
護
婦
・
助
産
婦
お
よ
び

女
医
等
の
業
務
（
職
務
）
に
従
事
す
る
者
が
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
解

せ
ら
れ
る

　
当
該
場
合
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
が
所
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
年
少
労
働
者
の
場
合
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、

詳
細
に
つ
い
て
は
前
述
の
二
の
⑥
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
⑥
　
旅
館
・
料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
の
事
業
に
従
事
す
る

　
　
　
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
年
少
労

働
者
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
四
万
基
法
⊥
ハ
一
一
条
四
項
但
書
参
照
）
。
そ
し
て
、

既
に
触
れ
て
い
る
ご
と
く
、
原
則
法
の
立
場
か
ら
は
深
夜
の
就
労
が
不
可
で
あ
り
、

例
外
法
と
し
て
の
立
場
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
「
例
外
法

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
厳
格
に
解
釈
す
べ
し
」
と
の
法
上
の
格
言
の
存
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
当
該
事
業

に
お
い
て
も
帳
簿
事
務
等
に
従
事
す
る
当
該
労
働
者
は
当
該
場
合
に
該
当
し
な
い

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
「
炭
鉱
に
お
け
る
炊
事
婦
が
炭
鉱
労
働
の
三

交
替
制
労
働
の
た
め
必
然
的
に
深
夜
に
炊
事
の
み
の
業
務
に
従
事
す
る
の
は
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

該
場
合
に
該
当
し
な
い
。
」
と
の
趣
旨
の
行
政
解
釈
（
昭
二
三
・
四
・
；
自
門
発
六
四

二
号
）
も
存
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
「
旅
館
．
料
理
店
．
飲
食
店
・
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
の
事
業
（
麟
磁

附
註
）
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
」
と
は
、
「
旅
館
・
料
理
店
・
飲
食
店
・
接
客

業
ま
た
は
娯
楽
場
の
事
業
に
お
け
る
接
客
・
調
理
等
の
本
来
の
業
務
に
従
事
す
る

女
子
成
年
労
働
者
」
を
指
す
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

当
該
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
一
の
①
で
触
れ

た
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
で
あ
っ
て
も
就
労
が
可

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
⑦
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
に
よ
り
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

し
て
、
当
該
場
合
に
つ
い
て
は
、
年
少
労
働
者
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
前
述
の
二
の
⑦
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、

同
所
に
て
触
れ
た
ご
と
く
「
電
話
の
事
業
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
」
と
は
、

「
電
話
の
交
換
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
⑧
航
空
機
に
乗
り
組
む
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労

　
　
　
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
所
定
の
「
中
央
労
働
基
準
審
議
会
の
議
を
経
て
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命
令
で
定
め
る
女
子
の
健
康
お
よ
び
福
祉
に
有
害
で
な
い
業
務
し
と
し
て
、
具
体

的
に
は
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
六
条
一
号
に
よ
り
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
航
空
機
に
乗
り
組
む
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
」
に
つ
い
て
、
「
航
空

機
に
乗
り
組
む
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
と
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
が
昇
機
前
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
は
降
機
後
当
然
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と

の
行
政
解
釈
（
昭
二
七
．
九
・
二
〇
基
発
六
七
五
号
）
が
存
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
航
空
機
に
乗
り
組
む
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成

年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
就
労
（
何
も
二
乗
時
間
だ
け
で
な
く
、
塔
乗
の
た
め
の

・
準
備
に
要
す
る
時
間
お
よ
び
降
機
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
の
た
め
に
要
す
る
時

間
の
す
べ
て
を
も
含
め
た
全
時
間
に
わ
た
る
そ
れ
を
指
す
）
は
、
　
騨
の
①
で
触
れ
た
就

労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
で
あ
っ
て
も
可
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。

　
⑨
　
女
子
を
収
容
す
る
寄
宿
舎
の
管
理
人
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働

　
　
　
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
前
述
の
⑧
お
よ
び
以
下
に
述
べ
る
⑩
～
⑫
の
場
合
と
同
様
、
労
基
法

六
二
条
四
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
命
令
す
な
わ
ち
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規

則
で
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
女
少
則
六
条
二
号
参
照
）
。

当
該
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
女
子
を
収
容
す
る
寄
宿
舎
の
女
子
管
理
人
の
業
務

と
は
、
紡
績
工
場
の
女
子
寄
宿
舎
の
女
子
管
理
人
・
女
子
学
生
の
寄
宿
舎
の
女
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

監
等
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
」
と
の
行
政
解
釈
（
昭
二
七
・
九
・
二
〇
基
発
六
七

五
号
）
が
存
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
女
子
を
収
容
す
る
寄
宿
舎
の
管
理
人
の
業

務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
」
と
は
、
「
紡
績
工
場
の
女
子
の
寄
宿
舎
お
よ

び
女
子
学
生
の
寄
宿
舎
に
お
け
る
女
子
管
理
人
お
よ
び
女
舎
監
等
の
業
務
（
職
務
）

に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
」
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
当
該
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
て
い
る
ご
と
く
、

一
の
①
で
触
れ
た
就
労
禁
止
時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
前
ま
で
）
で
あ
っ

て
も
、
就
労
が
可
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
⑩
映
画
の
製
作
事
業
に
お
け
る
演
技
者
・
ス
ク
リ
プ
タ
ー
お
よ
び
結
髪
の
業

　
　
　
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
．
（
セ
ッ
ト
に
よ
る
撮
影
の
場
合
の

　
　
　
業
務
を
除
く
）

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
と
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
六
条
三
号
に
よ

り
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
．

当
該
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
第
三
号
の
『
映
画
の
製
作
の
事
業
に
お
げ
る
演
技

者
・
ス
ク
リ
プ
タ
ー
お
よ
び
結
髪
の
業
務
』
の
う
ち
『
セ
ッ
ト
に
よ
る
撮
影
の
場

合
に
お
け
る
業
務
を
除
く
。
』
と
は
、
撮
影
所
内
に
お
い
て
深
夜
の
撮
影
を
行
な

う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
の
深
夜
業
を
認
め
な
い
趣
旨
で

　
　
　
（
1
1
）

あ
る
こ
と
。
」
と
の
行
政
解
釈
（
昭
二
九
・
六
・
二
九
基
発
三
五
五
号
）
が
存
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
当
該
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
と
は
、
「
撮
影
所
内
に
お
け
る
撮
影
で

な
く
い
わ
ゆ
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
け
る
撮
影
に
お
い
て
、
演
技
者
・
ス
ク
リ

プ
タ
ー
お
よ
び
結
髪
の
業
務
（
職
務
）
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
」

を
指
す
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
当
該
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
　
一
の
①
で
触
れ
た
就
労
禁
止

時
間
帯
（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
で
あ
っ
て
も
、
就
労
が
可
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。

　
⑪
放
送
法
（
昭
二
五
法
律
；
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
放
送
の
事
業
に
お

　
　
　
け
る
プ
ロ
ジ
ュ
ー
サ
ー
お
よ
び
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子

　
　
　
成
年
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
と
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
六
条
四
号
に
よ

り
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
当
該
規
則
で
は
、
「
プ
・
デ
ュ
ー
サ
ー
」
で
な
く

「
プ
ロ
ジ
ュ
ー
サ
ー
」
・
と
し
て
い
る
の
で
、
コ
フ
ロ
ジ
ュ
ー
サ
ー
し
な
る
用
語
を
使
用
す
る
。

労
働
法
全
書
・
労
働
総
覧
参
照
）
。

　
そ
し
て
、
当
該
放
送
法
二
条
は
、
「
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
く
命
令
の

規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
左
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。
ω
　
『
放
送
』
と
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労働時間の配置について

は
、
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
の
送
信
を

い
う
。
　
一
の
二
　
『
国
内
放
送
』
と
は
、
国
内
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
放
送
を
い
う
。
　
二
　
『
国
際
放
送
』
と
は
、
外
国
に
お
い
て
受
信

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
放
送
を
い
う
。
　
三
　
『
放
送
局
』
と
は
、
放
送
を

目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
を
い
う
　
　
四
　
『
放
送
番
組
』
と
は
、
…
…
五

『
教
育
番
組
』
と
は
、
…
…
　
六
　
『
教
養
番
組
』
と
は
、
…
…
し
と
定
め
て
い

る
。
ま
た
、
当
該
場
合
に
つ
い
て
、
「
…
…
第
四
号
の
『
放
送
事
業
』
と
は
公
衆

に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
の
送
信
を
主
と
す
る

事
業
で
あ
り
、
ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
国
内
放
送
お
よ
び
国
際
放

送
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。
：
…
・
放
送
の
事
業
に
お
け
る
『
プ
ロ
ジ
ュ
ー
サ
ー
』

と
は
、
広
義
の
も
の
を
い
い
、
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ

（
1
2
）

と
。
」
（
昭
二
九
・
六
・
二
九
基
発
三
五
五
号
）
お
よ
び
「
有
線
放
送
電
話
事
業
を
行

な
う
事
業
所
に
お
け
る
有
線
放
送
電
話
事
業
の
う
ち
の
電
話
交
換
の
業
務
は
労
基

法
六
二
条
四
項
の
『
電
話
の
事
業
』
に
該
当
す
る
が
、
ラ
ジ
オ
番
組
の
再
放
送
ま

た
は
県
内
ニ
ュ
ー
ス
・
町
内
の
告
知
放
送
等
の
告
知
放
送
業
は
女
子
年
少
者
労
働

基
準
規
則
六
条
四
号
所
定
の
『
プ
ロ
ジ
ュ
ー
サ
お
よ
び
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
』
の
業
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
該
当
し
な
い
。
」
と
の
旨
の
行
政
解
釈
（
昭
三
二
．
一
二
．
九
基
収
六
八
二
五
号
）

が
存
し
て
い
み
。

　
従
っ
て
、
「
放
送
法
第
二
条
に
規
定
す
る
放
送
の
事
業
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ュ
ー

サ
ー
お
よ
び
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
」
と

は
、
「
有
線
放
送
事
業
を
除
く
、
ラ
ジ
ナ
お
よ
び
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
国
内
放

送
お
よ
び
国
外
放
送
等
の
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

無
線
通
信
の
送
信
を
主
と
す
る
事
業
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ュ
ー
サ
ー
・
デ
ィ
レ
ク
タ

ー
・
お
よ
び
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
業
務
（
職
務
）
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の

場
合
」
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
当
該
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
一
の
①
で
触
れ
た
就
労
禁
止

時
間
帯
で
あ
っ
て
も
就
労
が
可
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
⑫
か
に
ま
た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
事
業
に
お
け
る
第
一
次
加
工
の
業
務
に
従

　
　
　
架
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合

　
こ
れ
は
、
労
基
法
六
二
条
四
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
女
子
年
少
者
労
働
基

準
規
則
六
条
五
号
に
所
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
当
該
場
合
に
つ
い
て
、
「
…
…
第
五
号
の
『
か
に
ま
た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
事
業

に
お
け
る
第
一
次
加
工
の
業
務
』
と
は
、
か
に
ま
た
は
い
わ
し
の
原
材
料
か
ら
缶

詰
の
封
缶
す
る
ま
で
の
加
工
工
程
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
封
外
法
の
包
装
の
業
務

等
は
含
ま
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
に
の
缶
詰
に
お
い
て
は
、
原
料
煮
沸
後
の
細

割
お
よ
び
肉
出
の
作
業
・
洗
瀞
作
業
・
選
別
作
業
・
計
量
作
業
・
肉
詰
作
業
・
硫

酸
紙
巻
作
業
・
仮
締
作
業
・
密
封
捲
締
作
業
・
直
下
作
業
ま
で
の
工
程
を
い
い
、
い

わ
し
の
缶
詰
に
お
い
て
は
、
水
掲
げ
後
の
頭
お
よ
び
内
臓
の
除
去
作
業
・
洗
源
作

業
・
肉
詰
作
業
・
調
味
料
添
加
作
業
・
封
缶
作
業
ま
で
の
工
程
を
い
う
も
の
で
あ

　
　
（
1
4
）

る
こ
と
。
」
（
昭
二
九
・
六
・
二
九
帯
封
三
五
五
号
）
と
の
行
政
解
釈
が
存
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
「
か
に
ま
た
は
い
わ
し
の
缶
詰
の
事
業
に
お
け
る
第
一
次
加
工
の
業
務

に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の
場
合
」
と
は
、
「
か
に
の
煮
沸
後
の
引
割
作
業

か
ら
封
冊
作
業
に
至
る
ま
で
の
業
務
、
ま
た
は
、
い
わ
し
の
頭
お
よ
び
内
臓
の
除

去
作
業
か
ら
封
缶
作
業
に
至
る
ま
で
の
業
務
　
に
従
事
す
る
女
子
成
年
労
働
者
の

場
合
」
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
当
該
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
　
一
の
①
で
触
れ
た
就
労
禁
止
時
間
帯

（
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
で
あ
っ
て
も
就
労
が
可
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

峯
村
光
郎
著
「
前
掲
書
」
三
二
三
頁
。

松
岡
三
郎
著
「
前
掲
書
」
二
四
七
・
二
四
八
頁
。
吾
妻
光
俊
著
「
前
掲
書
」
三

四
一
～
三
四
三
．
頁
、
西
村
信
雄
代
表
著
「
前
掲
書
」
二
九
三
・
二
九
四
頁
、
峯

村
光
郎
・
恒
藤
武
二
編
「
前
掲
書
」
二
二
六
頁
、
青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編

「
前
掲
書
」
二
四
一
頁
、
渋
谷
直
蔵
著
「
前
掲
書
」
三
〇
六
～
三
〇
八
頁
、
慶

谷
淑
夫
著
「
前
掲
書
」
二
二
七
～
二
二
九
頁
、
同
旨
。

恒
藤
武
二
著
「
前
掲
書
」
一
九
三
頁
。
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（
4
）
　
片
岡
昇
．
窪
田
隼
人
・
本
多
淳
亮
共
著
「
労
働
法
演
習
」
二
〇
六
頁
。
林
迫
広

　
　
　
編
「
労
働
法
講
義
」
二
四
一
頁
同
旨
。

（
5
）
　
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
二
頁
上
欄
、
労
働
省
労
働
基

　
　
　
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
一
・
五
七
二
頁
参
照
。

（
6
）
　
労
働
省
労
働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
六
九
頁
。
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課

　
　
　
監
修
「
払
削
掲
童
画
」
一
工
ハ
ニ
期
中
欄
剛
。

（
7
）
　
二
の
注
（
1
4
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）
　
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
一
頁
下
欄
、
労
働
省
労
働
基

　
　
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
〇
頁
参
照
。

（
9
）
（
1
0
）
　
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
四
頁
上
欄
。
労
働
省
労

　
　
働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
三
頁
。

（
1
1
×
1
2
）
　
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
四
頁
上
欄
。
労
働
省
労

　
　
働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
四
頁
。

（
1
3
）
　
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課
修
「
前
掲
書
」
二
六
三
頁
中
・
下
欄
、
労
働
省
労
働

　
　
基
準
局
編
集
五
七
六
・
五
七
七
（
追
思
）
頁
参
照
。

（
1
4
）
　
労
働
省
労
働
基
準
局
編
集
「
前
掲
書
」
五
七
四
頁
。
労
働
省
大
臣
官
房
総
務
課

　
　
監
修
「
前
掲
書
」
二
六
四
頁
上
・
中
市
。

四

　
以
上
に
お
い
て
考
察
し
た
ご
と
く
、
原
則
と
し
て
年
少
労
働
者
お
よ
び
女
子
成

年
労
働
者
に
は
、
深
夜
（
現
実
に
は
一
の
①
で
触
れ
た
就
労
禁
止
時
間
帯
す
な
わ
ち
午

鍵
）
訓
辞
か
ら
午
』
剛
五
時
ま
で
）
の
就
労
が
赫
爪
止
，
れ
て
い
る
と
．
」
ろ
で
あ
る
（
難

そ
し
て
、
深
夜
の
就
労
が
当
該
労
働
者
に
つ
き
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
由
に
つ
い

て
は
、
「
産
業
の
機
械
化
が
、
賃
金
の
安
い
女
子
お
よ
び
年
少
者
の
使
用
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
女
子
お
よ
び
年
少
者
の
酷
使
労
働
の
弊
害
が
、
女
子
に
と
っ
て
は

健
康
お
よ
び
女
子
特
有
の
出
産
な
ら
び
に
哺
育
に
と
っ
て
、
年
少
者
に
と
っ
て
は

身
体
の
発
育
お
よ
び
教
育
上
極
め
て
憂
慮
す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
し
．
規
・
」
こ
と

に
よ
る
か
ら
で
あ
る
と
か
、
ま
た
「
深
夜
業
が
人
間
の
健
康
お
よ
び
家
庭
生
活
に

と
っ
て
有
害
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
成
年
男
子
労
働
者
に
と
っ
て
も

苛
酷
な
労
働
条
件
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
し
て
や
女
子
・
年
少
者
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
が
健
康
上
も
風
紀
上
も
き
わ
め
て
有
害
で
あ
動
力
」
こ
と
に
よ
る

か
ら
で
あ
る
と
か
、
（
硬
に
、
簡
単
に
藻
夜
の
作
業
が
、
特
に
女
子
．
年
少
者
の

健
康
に
有
害
で
あ
る
。
し
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
と
か
「
深
夜
労
働
が
年
少
者
・

女
子
に
と
・
て
身
体
上
・
風
紀
上
と
く
に
有
害
で
あ
夢
ア
」
と
に
よ
る
か
ら
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
深
夜
の
就
労
が
当
該
労
働
者
に
も
た
ら
す
身
体
上
（
健
康
上
）
の
観

点
お
よ
び
風
紀
上
な
い
し
は
教
育
上
の
観
点
か
ら
、
当
該
労
働
者
に
対
す
る
深
夜

の
就
労
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

　
し
か
し
、
例
外
と
し
て
、
年
少
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
「
非
常
災
害
の
場
合
」
、

「
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上
満
一
八
才
未
満
の
男
子
の
場
合
」
、

「
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の
場
合
」
、
「
農
林

の
事
業
の
場
合
」
、
「
畜
産
・
養
蚕
ま
た
は
水
産
の
事
業
の
場
合
」
、
「
保
健
衛
生
の

事
業
の
場
合
」
お
よ
び
「
電
話
の
事
業
の
場
合
」
の
七
つ
の
場
合
に
お
い
て
は
就

労
禁
止
時
間
帯
（
現
実
に
は
午
後
一
〇
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
）
い
わ
ゆ
る
深
夜
で
あ

っ
て
も
就
労
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

年
少
労
働
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
「
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
一
六
才
以
上

満
一
八
才
未
満
の
男
子
の
場
合
」
を
除
く
六
つ
の
場
合
の
他
に
、
「
旅
館
・
料
理

店
．
飲
食
店
．
接
客
業
ま
た
は
娯
楽
場
の
事
業
の
場
合
」
、
「
航
空
機
に
乗
り
組
む

ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
業
務
の
場
合
」
、
「
女
子
を
収
容
す
る
寄
宿
舎
の
管
理
人
の
業

務
の
場
合
」
、
「
映
画
の
製
作
事
業
に
お
け
る
演
技
者
お
よ
び
ス
ク
リ
プ
タ
ー
お
よ

び
結
髪
の
業
務
の
場
合
（
セ
ッ
ト
に
よ
る
撮
影
の
場
合
を
除
く
）
」
、
「
放
送
法
（
昭
二

五
法
律
一
三
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
放
送
の
事
業
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ュ
ー
サ
ー

お
よ
び
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
業
務
の
場
合
」
お
よ
び
「
か
に
ま
た
は
い
わ
し
の
缶
詰

の
事
業
に
お
け
る
第
一
次
加
工
の
業
務
の
場
合
」
の
六
つ
の
場
合
を
加
え
た
一
二

の
場
合
に
つ
い
て
深
夜
い
わ
ゆ
る
就
労
禁
止
時
間
帯
（
現
実
に
は
、
午
後
一
〇
時
か
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労働時間の配置について

ら
午
前
五
時
ま
で
）
で
あ
っ
て
も
就
労
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
し
か
し
、

当
該
「
交
替
制
の
場
合
の
行
政
官
庁
の
許
可
に
よ
る
三
〇
分
の
例
外
の
場
合
」
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
深
夜
の
就
労
が
可
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
午
後
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
午
前
五
時

ま
で
の
就
労
は
絶
対
に
不
可
で
あ
り
、
可
で
あ
る
の
は
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
で
あ
る
。

当
該
各
場
合
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
二
お
よ
び
三
で
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
同

所
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
従
っ
て
、
前
述
の
当
該
各
場
合
を
除
い
て
は
、
年
少
労
働

者
お
よ
び
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
一
日
の
労
働
時
間
が
八
時

間
と
所
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
終
業
時
刻
が
午
後
一
〇
時
以
降
に
か
か
る
よ
う

に
配
置
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
な
お
、
一
の
②
お
よ
び
④
で
触
れ
た
就
労
禁
止

時
間
帯
に
つ
い
て
は
、
法
制
上
《
理
論
上
》
は
存
在
す
る
も
現
実
に
は
存
し
て
い
な
い
か
ら
、

ま
た
労
務
管
理
の
視
角
か
ら
当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
連

す
る
説
述
は
こ
こ
で
は
捨
象
す
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
既
に
一
で
触
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
同
所
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
鉄
工
所

に
お
け
る
年
少
労
働
者
お
よ
び
女
子
成
年
労
働
者
の
一
日
の
法
所
定
の
労
働
時
間

が
八
時
間
で
あ
っ
て
も
、
当
該
労
働
者
の
終
業
時
刻
を
午
後
一
〇
時
以
降
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
（
し
か
し
、
既
に
触
れ
た
ご
と
く
、
当
該
事
業
所
が
全
体
と
し
て
交
替

制
を
採
用
し
て
い
る
と
ぎ
に
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
労

働
者
の
終
業
時
刻
を
午
後
一
〇
時
を
超
え
て
午
後
一
〇
時
三
〇
分
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
年
少
労
働
者
の
う
ち
の
満
一
六
才
以
上
の
男
子
に
限
っ
て
の
み
、
当
該
労
働

者
個
人
に
つ
き
交
替
制
を
採
用
す
る
と
き
に
は
、
深
夜
の
就
労
が
可
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
）
。

そ
し
て
、
年
少
労
働
者
お
よ
び
女
子
成
年
労
働
者
に
つ
い
て
例
外
と
し
て
就
労
禁

止
時
間
帯
い
わ
ゆ
る
深
夜
で
あ
っ
て
も
そ
の
就
労
が
可
と
さ
れ
る
事
由
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
、
「
事
業
の
性
質
・
公
衆
の
利
便
等
を
考
慮
し
た
」
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る

と
し
て
い
る
も
の
、
「
深
夜
業
を
禁
止
す
る
こ
と
が
実
情
に
即
し
な
い
業
種
（
一

つ
は
天
候
・
気
象
等
自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
る
も
の
、
今
一
つ
は
公
衆
の
利
便
に
関
す
る

も
の
）
も
あ
る
し
、
ま
た
、
交
替
制
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
深
夜
業
に
よ
る
体
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
減
耗
を
補
い
得
な
い
こ
と
も
な
い
。
」
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
と
の
旨
を
述

べ
て
い
る
も
の
、
ま
た
「
事
業
の
性
質
・
公
衆
の
利
便
、
更
に
疲
労
の
恢
復
等
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

々
の
考
慮
の
も
と
に
、
…
…
設
け
ら
れ
て
い
る
。
」
と
し
て
い
る
も
の
、
更
に
「
交

替
制
の
場
合
に
お
い
て
は
、
深
夜
業
に
よ
る
体
力
の
消
耗
が
休
養
な
い
し
昼
間
勤

務
で
恢
復
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
（
交
替
制
を
除
く
他
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

当
該
事
由
に
つ
き
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
）
」
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

も
の
等
々
が
あ
る
。

要
す
る
に
、
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
天
候
・
気
象
等
の
自
然
条
件
に
左
右
さ

れ
た
り
公
衆
の
利
便
を
考
慮
す
る
要
の
あ
る
事
業
な
い
し
は
業
務
の
特
殊
性
、
お

よ
び
深
夜
の
就
労
の
も
た
ら
す
体
力
の
減
耗
の
恢
復
等
を
考
慮
し
た
結
果
、
例
外

と
し
て
当
該
場
合
に
お
け
る
深
夜
の
就
労
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
い
う
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
深
夜
の
就
労
が
労
働
者
に
お
よ
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
斉
藤
一
氏

は
、
労
働
科
学
の
観
点
か
ら
、
「
作
業
後
の
体
重
減
少
は
、
夜
業
期
に
最
大
で
あ

る
こ
と
は
、
諸
家
の
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
…
…
鯉
沼
茄
吾
氏
は
、
紡

績
お
よ
び
製
糸
工
女
の
昼
夜
交
替
作
業
を
行
な
う
も
の
に
つ
い
て
、
体
重
…
…
の

測
定
…
…
を
行
な
い
、
昼
業
と
夜
業
と
が
身
心
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
討
し
た
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
多
数
工
女
の
体
重
変
化
は
夜
業
に
減
少
し
、
野
業
に
増
加
す

る
…
…
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

石
川
知
福
氏
は
、
紡
績
昼
夜
作
業
が
女
工
手
の
舌
下
体
温
・
脈
搏
・
血
圧
の
逐

時
的
な
ら
び
に
逐
日
的
変
化
の
上
に
、
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
、
六
名
の

作
業
者
に
つ
い
て
、
昼
夜
各
々
一
交
替
作
業
期
間
（
各
々
七
日
）
に
亘
っ
て
検
し
、

…
・
：
夜
業
に
お
い
て
特
に
疲
労
が
逐
日
的
に
増
加
す
る
（
そ
れ
は
、
ま
ず
、
画
業
夜

眠
な
る
人
間
の
自
然
の
生
活
様
式
の
昼
夜
転
倒
に
よ
り
、
身
体
的
諸
機
能
が
撹
乱
さ
れ
る
こ

と
。
次
に
、
心
身
諸
機
能
の
衰
退
し
て
い
る
夜
間
に
昼
業
と
同
一
程
度
の
労
働
負
担
を
課
す

る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
能
力
の
不
充
分
な
る
年
少
者
に
向
っ
て
成
年
者
と
同
一
程
度
の
労
働

負
担
の
遂
行
を
強
要
す
る
の
と
同
様
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
更
に
、
夜
業
時
に
お
け
る
疲
労

が
昼
業
時
よ
り
大
で
あ
る
の
に
、
夜
業
時
に
は
昼
間
の
休
眠
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
。
等
に
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よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
と
し
て
い
る
。
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…

石
川
知
福
氏
は
、
多
数
の
紡
績
工
場
従
業
員
に
つ
い
て
、
質
問
紙
に
よ
る
睡
眠
の

調
査
を
行
な
い
、
昼
業
根
と
夜
業
時
の
睡
眠
の
良
否
の
比
較
を
行
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、
夜
業
時
の
睡
眠
が
そ
の
時
間
の
長
さ
や
深
度
に
お
い
て
罷
業
時
の
そ
れ
に

比
し
劣
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
…
…
と
述
べ
て
い
る
。
…
…
ま
た
、
同

氏
は
、
毎
月
一
〇
〇
～
一
二
六
名
の
寄
舎
工
に
つ
い
て
一
ケ
年
を
通
じ
、
昼
夜
業

別
睡
眠
時
間
の
季
節
的
消
長
を
調
査
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
ケ
年
平
均
睡

眠
時
間
は
、
昼
業
時
七
・
二
七
時
間
、
夜
業
時
六
・
八
四
時
間
で
、
夜
業
昼
眠
時

の
睡
眠
時
間
の
短
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
三
業
時
に
は
、
冬
を
中
心

と
す
る
寒
冷
の
候
に
睡
眠
時
間
を
充
足
し
夏
を
中
心
と
す
る
暑
気
の
候
に
は
不
足

勝
ち
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
、
夜
業
蝋
石
時
に
お
い
て
は
、
小
節
的
特
徴
は

認
め
ら
れ
な
い
で
一
年
を
通
じ
て
常
に
不
足
勝
ち
な
睡
眠
状
態
に
あ
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
…
…

蒲
生
良
達
氏
は
、
…
…
深
夜
業
廃
止
が
健
康
に
い
か
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
か

を
検
討
し
、
…
…
深
夜
業
廃
止
は
、
就
業
患
者
数
に
お
い
て
二
八
％
、
休
業
患

者
数
に
お
い
て
三
二
％
だ
け
減
少
し
た
と
し
て
い
る
。
暉
峻
義
等
氏
も
、
深
夜
業

を
含
む
二
交
替
制
と
こ
れ
を
含
ま
な
い
二
交
替
制
の
下
に
就
労
し
た
同
一
工
場
の

婦
人
労
働
者
に
つ
い
て
、
疾
病
お
よ
び
疲
労
に
よ
る
休
業
率
の
逐
月
的
変
化
を
検

討
し
、
深
夜
業
を
含
む
二
交
替
制
の
休
業
率
が
著
し
く
大
き
い
事
実
を
述
べ
て
い

る
○
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
：

O
げ
き
。
唄
は
、
米
国
の
大
酒
鋼
索
に
お
い
て
六
ケ
年
に
わ
た
り
深
夜
業
に
お
け
る

災
害
に
関
し
調
査
し
た
結
果
、
夜
業
中
の
災
害
が
昼
業
の
そ
れ
を
を
凌
駕
す
る
こ

と
一
一
六
％
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
…
…
高
橋
春
蔵
氏
の
わ
が
国
の
某
兵
器
工

場
に
お
け
る
古
い
資
料
中
に
も
、
外
傷
者
総
数
三
五
、
○
○
○
人
の
う
ち
昼
業
の

外
傷
率
一
・
五
二
％
に
村
し
夜
業
の
そ
れ
は
二
・
四
五
％
を
示
し
、
夜
業
に
お
け

る
災
害
率
の
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
に
、
深
夜
業
は
反
生
理
的
で
有
害
な
る
ご
と
、
一
般
男
子
と
て
も
例
外

で
は
な
い
が
、
特
に
婦
人
・
年
少
者
に
そ
の
影
響
が
深
刻
と
な
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
単
に
経
営
体
の
利
潤
追
反
の
便
宜
的
必
要
か
ら
深
夜
業
が
行
な
わ
れ
て
い

る
が
、
…
…
そ
れ
は
阻
止
さ
れ
、
人
間
生
存
の
本
質
的
な
要
求
が
容
れ
ら
れ
な
け

　
　
　
　
（
9
）

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
の
旨
を
詳
細
な
デ
ー
タ
を
掲
げ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
深
夜
業
は
、
労
働
科
学
の
面
か
ら
、
年
少
労
働
者
・
女
子
成
年

労
働
者
だ
け
で
な
く
男
子
成
年
労
働
者
（
男
子
成
年
労
働
者
に
対
し
て
は
深
夜
業
禁
止

の
規
定
は
存
し
て
い
な
い
。
故
に
、
深
夜
業
は
可
と
さ
れ
て
い
る
）
に
と
っ
て
も
、
反
生

理
的
で
有
害
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
昭
和
五
二
年
二
月
一
八
日
付
「
朝
日
新
聞
」
（
朝
刊
）
で
は
、
「
夜
勤
労

働
は
健
康
を
害
し
、
社
会
生
活
や
家
族
生
活
に
マ
イ
ナ
ス
…
…
と
国
際
労
働
機
関

（
I
」
0
）
の
専
門
家
に
よ
る
調
査
報
告
は
指
摘
し
て
い
る
。
…
…
夜
勤
労
働
者

の
生
活
は
自
然
の
リ
ズ
ム
に
逆
行
し
て
い
る
た
め
、
睡
眠
時
間
が
一
日
平
均
一
時

間
半
不
足
し
て
お
り
、
睡
眠
の
深
さ
に
も
欠
け
る
の
で
、
疲
労
感
を
訴
え
る
人
が

多
い
。
過
労
か
ら
『
夜
勤
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
』
と
い
う
独
得
の
神
経
症
患
者
も
出
て
い

る
。
食
生
活
も
不
規
則
に
な
り
、
各
種
の
消
化
器
障
害
も
起
き
る
。
I
L
O
で
は
、

高
年
里
離
や
夜
勤
を
長
く
続
け
て
い
る
人
に
は
特
に
健
康
上
の
危
険
が
つ
き
ま
と

う
と
警
告
し
て
い
る
。
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
I
L
O
も
、
斉
藤
一
氏
と
同
様
、
深
夜
業
の
有
害
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
憲
法
二
五
条
一
項
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。
」
こ
と
を
基
本
的
人
権
と
し
て
保
障
し
て
い

る
。
こ
の
最
低
限
度
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
た
め
に
も
、
そ
の
廃
止
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
深
夜
業
（
深
夜
の
就
労
）
は
、
労
働
科
学
の
面
か
ら
も
科
学
的
に
有

害
で
あ
る
と
立
証
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
憲
法
が
保
障
す
る
健
康
で
文
化
的
な
生

活
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
必
要
最
少
限
の
場
合
（
た
と
え
ば
、
治
安
維
持
の
任
に

あ
た
る
警
察
官
、
天
候
・
気
象
等
の
自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
る
業
務
、
公
衆
の
利
便
・
生
命
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に
関
す
る
も
の
、
溶
鉱
炉
の
作
業
等
の
特
殊
な
場
合
）
を
除
い
て
は
、
そ
の
廃
止
の
望

ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
業
務
の
特
殊
上
そ
の
深
夜
の
就
労
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
労
働
者
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
回
数
の
逓
減
化
へ
進
む
べ
き
で
あ
る
（
前

掲
の
朝
日
新
聞
に
お
い
て
I
L
O
の
専
門
家
も
、
健
康
を
害
す
る
夜
勤
労
働
に
は
夜
の
労
働

時
間
短
縮
以
外
に
対
策
な
し
と
の
結
論
を
下
し
て
い
る
）
。

こ
の
深
夜
業
の
廃
止
や
深
夜
の
労
働
時
間
の
短
縮
に
つ
い
て
は
、
個
別
企
業
の
側

か
ら
は
不
況
等
に
よ
る
操
短
の
場
合
等
に
は
そ
の
実
現
を
見
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
労
働
者
の
健
康
や
憲
法
の
保
障
す
る
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を

第
一
義
的
に
勘
案
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
労
働
者
が
憲
法
二
八
条
の
保
障

し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
労
働
基
本
権
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
団
結
力
等
に
よ
っ
て
そ

の
達
成
を
目
ざ
す
以
外
に
そ
の
途
は
な
い
と
い
い
う
る
（
な
お
、
行
政
機
関
に
よ
る

ア
プ
ロ
ー
チ
の
面
が
存
す
る
も
、
た
と
え
ば
、
「
労
働
基
準
監
督
署
が
、
三
六
協
定
の
範
囲
を

超
え
て
残
業
し
て
い
る
会
社
に
対
し
、
こ
の
違
法
状
態
を
解
消
す
る
の
に
、
そ
の
違
法
部
分

の
残
業
を
や
め
よ
と
い
う
の
で
な
く
、
そ
れ
を
合
法
化
す
る
た
め
に
三
六
協
定
の
改
訂
を
指

導
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
れ
は
『
法
の
精
神
に
反
し
時
代
に
逆
行
す
る
』
と
抗
議
し

た
と
こ
ろ
、
『
違
法
を
放
置
は
し
て
お
け
な
い
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
違
法
は
な
く
な
ら
な

い
。
時
代
に
逆
行
す
る
と
い
う
な
ら
組
合
が
阻
止
す
れ
ば
よ
い
』
と
の
解
答
が
な
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

労
働
基
準
監
督
署
は
労
働
者
の
味
方
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
」
と
の
旨
の
声
に
み
る

労
働
基
準
監
督
署
の
態
度
に
み
る
ご
と
く
、
そ
れ
は
期
待
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
）
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

西
村
信
雄
代
表
著
「
前
掲
書
」
二
九
三
頁
（
執
筆
担
当
・
窪
田
隼
人
氏
）
。

慶
谷
淑
夫
著
「
前
掲
書
」
二
二
七
頁
。
　
　
　
・

斉
藤
一
著
「
労
働
時
間
・
休
憩
・
交
替
制
」
一
五
二
～
二
七
八
頁
参
照
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
労
働
時
間
の
特
則
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
大
阪
府

立
大
学
紀
要
」
二
五
巻
所
収
）
四
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

拙
稿
「
時
間
外
労
働
に
関
す
る
一
研
究
」
（
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
」
二
四
巻
所

収
）
九
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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労働時間の配置について

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

峯
村
光
郎
著
「
前
掲
書
」
三
一
九
頁
、
峯
村
光
郎
・
恒
藤
武
二
編
「
前
掲
書
」

二
二
五
頁
（
執
筆
担
当
・
佐
々
木
允
臣
氏
）
参
照
同
旨
。

青
木
宗
也
・
秋
田
成
就
編
「
前
掲
書
」
二
四
〇
頁
（
執
筆
担
当
・
宮
崎
鎮
雄
氏
）
。

吾
妻
光
俊
著
「
前
掲
書
」
三
三
九
頁
。

渋
谷
直
蔵
著
「
前
掲
書
」
一
四
四
頁
。

吾
妻
光
俊
著
「
前
掲
書
」
三
三
九
頁
。
田
川
義
雄
著
「
前
掲
書
」
一
四
五
頁
同

旨
。渋

谷
直
蔵
著
「
前
掲
書
」
三
〇
六
二
二
〇
七
頁
参
照
。


